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1． はじめに 

本資料では，圧縮減容装置の設置目的及び設備概要を示すとともに，圧縮減

容装置の設計方針について，実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）への適合性

を説明する。 

なお，本資料においては，令和元年 7 月 24 日に許可を受けた原子炉設置変更

許可申請書を「既許可」という。 
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2． 圧縮減容装置の設置目的 

東海第二発電所において，工事等の作業により発生した放射性固体廃棄物は，

定められた処理を施した上で，固体廃棄物貯蔵庫に保管している。今後実施す

る工事等の作業としては，新規制基準へ適合するために必要な設備の設置や大

型機器取替等の定期検査期間中に実施する工事があり，これらの工事から可燃

性及び不燃性の放射性固体廃棄物が発生する。一方，処理量としては，可燃物

の焼却や埋設施設への搬出により可能な限り放射性固体廃棄物の低減を行って

いるが，埋設施設への搬出量は他社との調整等により変動すること，処理量以

上の放射性固体廃棄物が発生すること等を考慮すると，第 2－1 図のとおり，固

体廃棄物貯蔵庫の保管量が管理容量を超過する見通しである。 

 

第 2－1 図 固体廃棄物貯蔵庫の保管量 

 

このため，保管量を管理容量未満に収めて運用するためには，発電所の処理

設備による不燃性の放射性固体廃棄物の処理量を増やし，保管量の低減を図る

必要があることから，圧縮減容装置を設置する。圧縮減容装置の設置後の不燃

性雑固体廃棄物の処理フローを第 2－2 図に示す。

注）2020 年度末までは実績値，2021 年度以降は予測値
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第 2－2 図 不燃性雑固体廃棄物処理フロー 
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3． 圧縮減容装置の設備概要 

圧縮減容装置は，固体廃棄物貯蔵庫に保管されている放射性固体廃棄物のう

ち，無機物（保温材等），難燃物（ゴム製品等）及び軽量金属等を対象として処

理する設備である。 

圧縮減容装置は，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針」における放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）を有する固体廃棄物処

理系に属する設備である。 

 

（１）圧縮減容装置の設置場所 

圧縮減容装置は，第 3－1 図に示す固体廃棄物作業建屋 1 階の仕分け・切断作

業エリアに設置する。 

 

第 3－1 図 圧縮減容装置の設置場所 
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（２）圧縮減容装置の構造 

圧縮減容装置は一般産業で使用されている，三軸の油圧シリンダから構成さ

れた設備である。対象廃棄物を入れたドラム缶を投入口にセットし，蓋押しシ

リンダで上部から押さえつけた上で横押しシリンダ及び中押しシリンダで圧縮

する構造であり，対象廃棄物 1 本につき約 1 分かけて圧縮減容する。圧縮減容

装置のイメージ図を第 3－2 図に示す。 

 

  

第 3－2 図 圧縮減容装置イメージ図 

  

約８ｍ 
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（３）圧縮減容装置の仕様 

圧縮減容装置の設備仕様を第 3－1 表に示す。 

圧縮減容装置は，圧縮用のドラム缶に放射性固体廃棄物を収納した後圧縮し，

約 3 分の 1 に減容する（減容比約 3）。処理工程（概要）を第 3－3 図に示す。 

なお，電動機の駆動電源は常用電源であり，圧縮減容装置の耐震クラスはＣ

クラスである。 

 

  

6



 

7 

第 3－1 表 圧縮減容装置仕様 

名称 圧縮減容装置 

本
体 

種類 ― 油圧式 

減容比 ― 約 3 

主
要
寸
法 

たて mm 約 3,550 

横 mm 約 1,900 

高さ mm 約 945 

主要材料 ― 合金鋼 

個数 台 1 

原
動
機 

原動機の種類 ― 電動機 

原動機の出力 kW 約 37 

原動機の個数 台 1 

注１：導入する設備は，敦１廃止措置計画の変更認可を取得（2020 年 3 月）した

ものと同様 

注２：今後の設計進捗により変更の可能性あり 

 

第 3－3 図 圧縮減容装置による処理工程（概要） 
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4． 圧縮減容装置の基準適合性について 

圧縮減容装置は，新規制基準適合のための既許可設備の設置を前提に運用す

ることとしている。このため，圧縮減容装置の基準適合性の確認は，既許可に

おける新規制基準適合のための設計方針を踏まえて実施した（第 4 表）。 

 

第 4 表の整理方法について以下に説明する。 

① 「適用要否」欄において，圧縮減容装置の設置に当たり，基準適用の要

否について確認が必要な条文を「〇」，確認不要とする条文を「×」とし

た。 

② 「既許可」欄において，①で「〇」とした条文について，既許可におけ

る基準適合のための設計方針を整理した。 

③ 「圧縮減容装置の設置時」欄において，①で「〇」とした条文について，

圧縮減容装置の設置時における基準適合のための設計方針を整理した。 

④ 基準適合欄において，②及び③で整理した条文について，圧縮減容装置

の設置時に，既許可における基準適合のための設計方針を踏まえた設計

とするものを「〇」，圧縮減容装置の設置に対して基準適合が不要となる

ものを「×」とした。 

⑤ 「補足説明資料」欄において，上記②～④の詳細をまとめた補足説明資

料名を示した。 

 

以上の整理により，圧縮減容装置の設計方針は，既許可における基準適合の

ための設計方針を踏まえたものであり，設置許可基準規則に適合することを確

認した。 
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（1／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

1条 適用範囲

×

・適用する基準（法令）についての説明であり，
要求事項ではない。 － － － －

2条 定義
×

・用語の定義であり，要求事項ではない。
－ － － －

3条 設計基準対象施設の地盤

◯ ― ○

・固体廃棄物作業建屋は，耐震重要度分類Ｃクラスに応じて算定
する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支
持力を有する地盤に設置する設計方針とする。

・圧縮減容装置は，耐震重要度分類Ｃクラスに応
じて算定する地震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置
するとして設計された固体廃棄物作業建屋内に設
置する設計方針とする。

3条補
足説
明資
料

4条 地震による損傷の防止

◯ ― ○

●耐震重要度分類
・設計基準対象施設が有する機能に応じて耐震重要度分類をＳク
ラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類する方針としている。
●許容限界
・Ｃクラスの機器・配管系の許容限界は，おおむね弾性状態にと
どまるよう設定する方針としている。
●地震力の算定方法
・Ｃクラスの機器・配管系に適用する水平方向の地震力は，Ｃク
ラスの建物・構築物として係数1.0を乗じて算定した地震層せん
断力係数Ｃｉに20％増しとした震度より定める方針としている

●耐震重要度分類
・Ｓクラス及びＢクラスのいずれの機能にも該当
しないため，耐震重要度分類はＣクラスとなる。
●許容限界
・圧縮減容装置は，Ｃクラスの機器・配管系に該
当するため，既許可の設計方針に基づき，おおむ
ね弾性状態にとどまるように許容限界を設定す
る。
●地震力の算定方法
・圧縮減容装置の耐震評価に適用する水平方向の
地震力は，当該装置を設置する固体廃棄物作業建
屋の設計に適用する地震層せん断力係数Ｃｉを
20％増しとした震度より定める。

4条補
足説
明資
料

5条 津波による損傷の防止

◯ ― ○

・津波から防護する設備を「クラス１及びクラス２設備並びに耐
震Ｓクラスに属する設備（津波防護施設，浸水防止設備及び津波
監視設備を除く。）」としている。
・クラス３設備については，設計対象施設の津波防護対象設備に
該当しないが，安全評価上その機能を期待する設備は，津波に対
してその機能を維持できる設計とし，その他の設備は損傷した場
合を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する等の対応を
行う設計としている。

・圧縮減容装置は，安全重要度分類クラス３，耐
震重要度分類Ｃクラスの設備となるため，津波か
ら防護する対象とはならない。
・また，安全評価上その機能を期待する設備では
ないため，損傷した場合を考慮して，代替設備に
より必要な機能を確保する等の対応を行う設計と
する。

5条補
足説
明資
料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

設置許可基準規則
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（2／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

外部からの衝撃による損傷の防止
安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定され
る自然現象（地震及び津波を除く。次項において
同じ。）が発生した場合においても安全機能を損
なわないものでなければならない。

◯ ― ○

・安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，重
要度分類指針のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築
物，系統及び機器としている。
・その上で，安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価
上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器並
びに使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために
必要な構築物，系統及び機器を外部事象から防護する対象とし，
機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計と
している。
・上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持するこ
と若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保する
こと，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそ
れらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわな
い設計としている。

・圧縮減容装置は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ
－３）を有する固体廃棄物処理系に属する設備で
ある。また，安全評価上期待する設備でもない。
このため，既許可における外部事象防護対象施設
の抽出フローにより，外部事象防護対象施設等に
該当しないこととなり，既許可の設計方針を踏ま
え，機能を維持すること若しくは損傷を考慮して
安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこ
と又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。

２　重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな
影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象
により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計
基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもので
なければならない。

◯ ― ×

・重要度分類指針のクラス１，２設備を対象に，本項に適合させ
ることとしており，クラス３設備については適合対象外としてい
る。

・圧縮減容装置は，クラス３設備である。このた
め，重要安全施設に該当しておらず，本項につい
ては適合対象外である。

３　安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場
等内又はその周辺において想定される発電用原子
炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが
ある事象であって人為によるもの（故意によるも
のを除く。以下「人為による事象」という。）に
対して安全機能を損なわないものでなければなら
ない。

◯ ― ○

・第１項と同じ ・第１項と同じ

４　兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生
した場合においても安全機能を損なわないもので
なければならない。
一　兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なう
かどうかをその設置される位置のいかんにかかわ
らず判断するために用いる合理的な竜巻として原
子力規制委員会が別に定めるもの
二　想定される森林火災

◯ ― ×

・兼用キャスクを採用していないため，適合対象外としている。 ・圧縮減容装置設置後においても，兼用キャスク
は採用しないため，適合対象外である。

５　前項の規定は、兼用キャスクについて第一項
の規定の例によることを妨げない。 ◯ ― ×

・兼用キャスクを採用していないため，適合対象外としている。 ・圧縮減容装置設置後においても，兼用キャスク
は採用しないため，適合対象外である。

６　兼用キャスクは、次に掲げる人為による事象
に対して安全機能を損なわないものでなければな
らない。
一　工場等内又はその周辺において想定される兼
用キャスクの安全性を損なわせる原因となるおそ
れがある爆発
二　工場等の周辺において想定される兼用キャス
クの安全性を損なわせる原因となるおそれがある
火災

◯ ― ×

・兼用キャスクを採用していないため，適合対象外としている。 ・圧縮減容装置設置後においても，兼用キャスク
は採用しないため，適合対象外である。

７　前項の規定は、兼用キャスクについて第三項
の規定の例によることを妨げない。 ◯ ― ×

・兼用キャスクを採用していないため，適合対象外としている。 ・圧縮減容装置設置後においても，兼用キャスク
は採用しないため，適合対象外である。

7条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止

◯ ― ×

発電用原子炉施設への人の不法な侵入，郵便物等による発電所外
からの爆破物や有害物質の持込み及び不正アクセス行為（サイ
バーテロを含む。）に対し，これを防護するため，核物質防護対
策を講じた設計とする。

圧縮減容装置は，「既許可における設計方針」の
とおり設計した発電用原子炉施設内に設定した区
域，区画に設置するものであり，新規の防止措置
は不要である。

7条補
足説
明資
料

6条

6条補
足説
明資
料

1
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（3／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

２　消火設備（安全施設に属するものに限る。）
は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合におい
ても発電用原子炉を安全に停止させるための機能
を損なわないものでなければならない。

― ×

・消火設備の放水による溢水等に対しては，「実用発電用原子炉
及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第
九条に基づき，安全機能への影響がない設計としている。

・圧縮減容装置の設置による消火設備等の変更は
ない。

8条

8条補
足説
明資
料

― ○

●火災区域及び火災区画の設定
・火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，原子炉の高温停止
及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築
物，系統及び機器を設置する区域を火災区域及び火災区画に，放
射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器
を設置する区域を火災区域に設定する設計としている。また，設
定する火災区域及び火災区画に対して，火災の発生防止，火災の
感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防
護対策を講じる設計としている。
●火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル
・安全機能を有する機器等，原子炉の安全停止のために必要な構
築物，系統及び機器，放射性物質貯蔵等の機能を有する構築物，
系統及び機器として抽出された設備を火災防護対象機器及び火災
防護対象ケーブルとして選定し，火災防護対象機器及び火災防護
対象ケーブルについては，選定した各設備の重要度並びに環境条
件に応じて火災防護対策を講じる設計としている。
●火災発生防止対策：発火性又は引火性物質
・発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置
する火災区域又は火災区画には，「漏えいの防止，拡大防止」，
「配置上の考慮」，「換気」による火災の発生防止対策を講じる
設計としている。
●火災発生防止対策：不燃性材料又は難燃性材料の使用
・固体廃棄物作業建屋は，火災の発生防止及び当該設備の強度確
保を考慮し，金属材料・コンクリートの不燃性材料を使用する設
計としている。また，固体廃棄物作業建屋の内装材は，ケイ酸カ
ルシウム等，建築基準法に基づく不燃性材料を使用する設計とし
ている。
●火災発生防止対策：落雷，地震等の自然現象による火災の発生
防止
・既許可では，固体廃棄物作業建屋は，落雷による火災発生を防
止するため，建築基準法に基づき「JIS A4201建築物等の避雷設
備(避雷針)(1992年度版)」又は「JIS A4201建築物等の雷保護
(2003年度版)」に準拠した避雷設備の設置及び接地網の敷設を行
う設計としている。また，固体廃棄物作業建屋は，耐震クラスに
応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破
壊又は倒壊することによる火災の発生を防止する設計としてい
る。
●火災感知設備
・不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配
管，容器，タンク，弁，コンクリート構築物等については，流
路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けないことか
ら，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とし
ている。
●消火設備
・固体廃棄物作業建屋及び廃棄物処理建屋は，金属とコンクリー
トで構築された建屋であり，火災による安全機能への影響は考え
にくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行
うことにより建屋内の火災荷重を低く管理することとしている。
よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計
としている。
●火災の影響軽減のための対策
・固体廃棄物作業建屋及び廃棄物処理建屋の火災区域について
は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって隣接する他の
火災区域から分離された設計としている。

●火災区域及び火災区画の設定
・圧縮減容装置は，固体廃棄物作業建屋に設置す
る設計とすることから，新たな火災区域等の設定
は不要である。
●火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル
・圧縮減容装置は，火災防護対象機器及び火災防
護対象ケーブルには該当しない。
●火災発生防止対策：発火性又は引火性物質
・圧縮減容装置は，引火性物質である油を内包す
る設備であるため，溶接構造，シール構造により
漏えい防止対策を講じる設計とするとともに，堰
等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大
することを防止する設計とする。また，火災の発
生を防止するために，建屋送風機・排風機等空調
機器による機械換気を行う設計とする。
●火災発生防止対策：不燃性材料又は難燃性材料
の使用
・圧縮減容装置の設置による建屋仕様等の変更は
なく，既許可における適合のための設計方針を踏
まえたものである。
●火災発生防止対策：落雷，地震等の自然現象に
よる火災の発生防止
・圧縮減容装置を設置するが，建屋等仕様等の変
更はなく，既許可における適合のための設計方針
を踏まえたものである
●火災感知設備
・圧縮減容装置の設置による建屋構造等の変更は
なく，既許可における適合のための設計方針を踏
まえたものである。
●消火設備
・圧縮減容装置の設置による建屋構造等の変更は
なく，既許可における適合のための設計方針を踏
まえたものである
●火災の影響軽減のための対策
・圧縮減容装置の設置による建屋構造等の変更は
なく，既許可における適合のための設計方針を踏
まえたものである。

◯

火災による損傷の防止
設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施
設の安全性が損なわれないよう，火災の発生を防
止することができ，かつ，早期に火災発生を感知
する設備(以下「火災感知設備」という。)及び消
火を行う設備(以下「消火設備」といい，安全施設
に属するものに限る。)並びに火災の影響を軽減す
る機能を有するものでなければならない。

1
1



第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（4／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

溢水による損傷の防止等
安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が
発生した場合においても安全機能を損なわないも
のでなければならない。

◯ ― ○

●防護対象設備
・溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要
がある施設を，重要度分類審査指針におけるクラス1，クラス2及
びクラス3に属する構築物，系統及び機器としている。
・この中から，溢水防護上必要な機能を有する構築物，系統及び
機器を選定する。具体的には，クラス1，2 設備に加え，安全評
価上その機能を期待するクラス3設備，使用済燃料プールの冷却
機能及び給水機能を維持するための設備を抽出している。なお，
上記に含まれない構築物，系統及び機器は，溢水により損傷した
場合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわ
れない設計としている。
●溢水影響評価
・防護対象設備が設置されているエリア外からの溢水影響評価と
して，屋外タンク等の破損を考慮した敷地内浸水が，溢水防護対
象設備が設置されている原子炉建屋等に及ぼす影響を確認してい
る。この中で，溢水源となりうる機器が存在する廃棄物処理棟及
び廃棄物処理建屋において，想定する機器の破損等により発生す
る溢水について，溢水防護対象設備を設置している原子炉建屋原
子炉棟及びタービン建屋への溢水影響について評価を行い，溢水
防護対象設備への影響がないことを確認している。

●防護対象設備
・圧縮減容装置は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ
－３）を有する固体廃棄物処理系に属する設備で
ある。また，安全評価上期待する設備でもない。
このため，溢水から防護すべき系統設備に該当し
ないこととなり，安全上支障のない期間での修復
等の対応を行うことにより安全機能は損なわれな
い設計とする。
●溢水影響評価
・圧縮減容装置は耐震Ｃクラスであることから，
地震に起因する機器の破損に伴う溢水が生じる。
圧縮減容装置は，敷地高さEL.＋8.0mに設置されて
いる固体廃棄物作業建屋に設置すること，また，
固体廃棄物作業建屋は同敷地高さである廃棄物処
理建屋に連絡通路を介して通じていることから，
圧縮減容装置の破損に伴う溢水が発生した場合に
廃棄物処理建屋への流入が想定される。以上のこ
とから，圧縮減容装置の設置時における原子炉建
屋原子炉棟及びタービン建屋への溢水影響につい
て評価した結果，溢水防護対象設備への影響はな
く，既許可における設計方針を踏まえたものであ
る。

２　設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の
放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その
他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た
場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいし
ないものでなければならない。

◯ ― ×

・管理区域内で発生した溢水の管理区域外への伝搬経路となる箇
所については，壁，扉，堰等による漏えい防止対策を行うことに
より，機器の破損等により生じた放射性物質を内包する液体が管
理区域外に漏えいすることを防止する設計としている。

・圧縮減容装置は，放射性物質を含む液体を内包
していない。このため，本項については適合対象
外である。

誤操作の防止
設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措
置を講じたものでなければならない。

◯ ― ○

・圧縮減容装置は，色分けや銘板取り付けなどの
識別管理を行うとともに，施錠管理により誤操作
を防止する設計とする。

【解釈第１０条（誤操作の防止）
また、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故
の発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待
しなくても必要な安全機能が確保される設計であ
ることをいう。】 ◯ ― ×

・圧縮減容装置が運転時の異常な過渡変化時及び
設計基準事故時に期待する設備でないことから適
合対象外である。

２ 安全施設は、容易に操作することができるもの
でなければならない。

◯ ― ○

・当該操作が必要となった事象が有意な可能性をもって同時にも
たらされる環境条件（余震等を含む。）及び施設で有意な可能性
をもって同時にもたらされる環境条件を想定しても，容易に設備
を運転できる設計としている。

・圧縮減容装置は，色分けや銘板取り付けなどの
識別管理や視認性の向上を行い，容易に操作する
ことができる設計とする。
・また，圧縮減容装置は，当該操作が必要となる
理由となった事象が有意な可能性をもって同時に
もたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有
意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件
（地震，内部火災，内部溢水，ばい煙，有毒ガ
ス，降下火砕物及び凍結による操作雰囲気の悪
化）を想定しても，容易に操作できる設計とす
る。なお，外部電源喪失時においては，圧縮減容
装置は自動停止する設計とする。

10条

10条
補足
説明
資料

・運転員の誤操作を防止するため，盤の配置，操作器具等の操作
性に留意するとともに，状態表示及び警報表示により発電用原子
炉施設の状態が正確，かつ迅速に把握できる設計としている。ま
た，保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設計として
いる。
・運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後，ある時間ま
では，運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保され
る設計としている。
・さらに，その他の安全施設の操作などについても，プラントの
安全上重要な機能を損なうおそれがある機器・弁やプラント外部
の環境に影響を与えるおそれのある現場弁等に対して，色分けや
銘板取り付けによる識別管理を行うとともに，施錠管理により誤
操作を防止する設計としている。
・これらを留意した設計とすることにより，誤操作を防止するこ
ととしている。

9条

9条補
足説
明資
料
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（5／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

安全避難通路等
発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けな
ければならない。
一 その位置を明確かつ恒久的に表示することによ
り容易に識別できる安全避難通路

◯ ― ○

・発電用原子炉施設の建屋内には避難通路を設ける設計としてい
る。また，避難通路には必要に応じて，標識並びに非常灯及び誘
導灯を設け，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容
易に識別できる設計としている。

・圧縮減容装置を設置する固体廃棄物作業建屋の
建屋内には避難通路を設ける設計とする。また，
避難通路には必要に応じて，標識並びに非常灯及
び誘導灯を設け，その位置を明確かつ恒久的に表
示することにより容易に識別できる設計とする。

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を
損なわない避難用の照明

◯ ― ○

・非常灯及び誘導灯は，非常用ディーゼル発電機，蓄電池又は灯
具に内蔵した蓄電池により，照明用の電源が喪失した場合におい
ても機能を損なわない設計としている。

・固体廃棄物作業建屋に設置する非常灯及び誘導
灯は，灯具に内蔵した蓄電池により，照明用の電
源が喪失した場合においても機能を損なわない設
計とする。

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前
号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源

◯ ― ×

・設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，避難
用の照明とは別に，非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照
明を設置する設計としている。
・設計基準事故が発生した場合に作業用照明が必要となる場所の
抽出の結果，発電用原子炉の停止，停止後の冷却及び監視等の操
作が必要となる中央制御室，現場機器室及び現場機器室へのアク
セスルートに，避難用の照明とは別に作業用照明を設置する設計
としている。

・圧縮減容装置は，設計基準事故が発生した場合
において，作業用照明が必要となる作業場所でな
いため，本項については適合対象外である。

安全施設
安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安
全機能が確保されたものでなければならない。

◯ ― ○

・安全施設を「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類
に関する審査指針」に基づき，それが果たす安全機能の性質に応
じて，異常発生防止系（ＰＳ）及び異常影響緩和系（ＭＳ）に分
類している。また，安全施設の有する安全機能の重要度に応じ
て，クラス１，クラス２及びクラス３に分類している。安全施設
は，この分類に応じて，それぞれの基本的目標を達成することが
できる設計方針とすることにより，安全機能を確保することとし
ている。

・圧縮減容装置は，不燃性雑固体廃棄物を圧縮減
容するための機器であり，圧縮減容装置そのもの
は放射性物質を貯蔵していないものの，放射性物
質の貯蔵機能（ＰＳ－３）を有する固体廃棄物処
理系に属する設備である。このため，一般の産業
施設と同等以上の信頼性を確保し，かつ，維持す
ることを基本的目標とし，設計を行う。

２　安全機能を有する系統のうち、安全機能の重
要度が特に高い安全機能を有するものは、当該系
統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原
因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能
を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）
をいう。以下同じ。）が発生した場合であって、
外部電源が利用できない場合においても機能でき
るよう、当該系統を構成する機械又は器具の機
能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多
様性を確保し、及び独立性を確保するものでなけ
ればならない。

◯ ― ×

・安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安
全機能を有するものとして，設置許可基準規則解釈第１２条３に
示されている機能を有するものについての要求事項が定められて
いる。解釈３にて示されている機能は，クラス１及びクラス２に
係るものであり，クラス３については本項の適合対象外としてい
る。

・圧縮減容装置は，クラス３設備である。このた
め，設置許可基準規則解釈第１２条３により「安
全機能を有する系統のうち，安全機能重要度が特
に高い安全機能を有するもの」に該当せず，本項
については適合対象外である。

３　安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事
故に至るまでの間に想定される全ての環境条件に
おいて、その機能を発揮することができるもので
なければならない。 ◯ ― ○

・安全施設の設計条件を設定するに当たっては，材料疲労，劣化
等に対しても十分な余裕をもって機能維持が可能となるよう，通
常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定
される圧力，温度，湿度，放射線量等各種の環境条件下で，期待
されている安全機能を発揮できる設計としている。

・圧縮減容装置は，通常運転時，運転時の異常な
過渡変化時及び設計基準事故時に，圧縮減容装置
が設置される固体廃棄物作業建屋内で想定される
環境条件（圧力，温度，湿度及び放射線等）にお
いて，放射性物質の貯蔵機能を有する固体廃棄物
処理系の機能が発揮できる設計とする。

４　安全施設は、その健全性及び能力を確認する
ため、その安全機能の重要度に応じ、発電用原子
炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるも
のでなければならない。

◯ ― ×

・設置許可基準規則解釈第１２条９に示される表の左欄の機器等
について，右欄に示される試験又は検査に係る要求事項を満たす
よう設計している。放射性物質の貯蔵機能を有する設備について
は，本表の左欄の機器等として示されていない。

・圧縮減容装置は，放射性物質の貯蔵機能を有す
る固体廃棄物処理系の設備であり，設置許可基準
規則解釈第１２条９に示される表の左欄の機器等
には該当していない。
・圧縮減容装置は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ
－３）を有する固体廃棄物処理系の設備として，
定期的な試験又は検査を行うことにより，その機
能の健全性を確認する。

11条

11条
補足
説明
資料

12条
補足
説明
資料

12条

1
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（6／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

５　安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の
機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安全性
を損なわないものでなければならない。

◯ ― ×

・発電用原子炉施設内部においては，内部発生エネルギの高い流
体の弁の破損，配管の破断及び高速回転機器の破損による飛散物
が想定されるため，プラントの安全性を損なうおそれのある飛散
物が発生する可能性を十分低く抑えるよう，機器の設計，製作，
品質管理，運転管理に十分な考慮を払うこととしている。
・また，万一タービンの破損を想定した場合でも，飛散物によっ
て安全施設の機能が損なわれている可能性を極めて低くする設計
としている。

・圧縮減容装置は，内部発生エネルギの高い流体
を内包せず，また高速回転機器にも該当しないた
め，飛散物の発生源として考慮する必要はない。
・また，「タービンミサイル評価について」（昭
和５２年７月２０日原子力委員会原子炉安全専門
審査会）においては，ミサイル防護の対象を格納
容器内冷却材圧力バウンダリ及び使用済燃料プー
ルとしており，圧縮減容装置を含む固体廃棄物処
理系はミサイル防護の対象となっていない。
・したがって，本項については適合対象外であ
る。

６　重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設
において共用し、又は相互に接続するものであっ
てはならない。ただし、二以上の発電用原子炉施
設と共用し、又は相互に接続することによって当
該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する
場合は、この限りでない。

◯ ― ×

・重要安全施設である「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重
要度分類に関する審査指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会
決定）に示されるクラスＭＳ－１設備を対象に，２以上の発電用
原子炉施設において共用又は相互接続する設備はないとしてい
る。

・圧縮減容装置は，クラス３設備である。このた
め，重要安全施設に該当しておらず，本項につい
ては適合対象外である。

７　安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以
上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続
する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損な
わないものでなければならない。

◯ ― ×

・設置許可基準規則第十二条第7項では，安全施設（重要安全施
設を除く。）のうち，２以上の発電用原子炉施設間で共用する場
合についての要求事項を定めており，既許可において，２以上の
発電用原子炉施設間で共用する安全施設は，固体廃棄物処理系，
所内ボイラ設備，所内蒸気系，給水処理系，緊急時対策所，通信
連絡設備，放射線監視設備及び消火系としている。

・圧縮減容装置は，固体廃棄物処理系の設備では
あるが，２以上の発電用原子炉施設間で共用しな
い設計とするため，本項については適合対象外で
ある。

13条 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大
の防止

×

・圧縮減容装置は，運転時の異常な過渡変化時及
び設計基準事故時に要件が課せられるものではな
いため，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

14条 全交流動力電源喪失対策設備

×

・圧縮減容装置の設置は，全交流動力電源喪失対
策設備の設計及び設計方針の変更を伴わないこと
から，本申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

15条 炉心等

×

・圧縮減容装置の設置は，炉心等に係る設備の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

×

・圧縮減容装置の設置は，燃料体等の取扱施設及
び貯蔵施設の設計及び設計方針の変更を伴わない
ことから，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

×

・圧縮減容装置の設置は，原子炉冷却材圧力バウ
ンダリに係る設備の設計及び設計方針の変更を伴
わないことから，本申請に係る基準要求とならな
い。

－ － － －

18条 蒸気タービン

×

・圧縮減容装置の設置は，蒸気タービンに係る設
備の設計及び設計方針の変更を伴わないことか
ら，本申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

19条 非常用炉心冷却設備

×

・圧縮減容装置の設置は，非常用炉心冷却設備の
設計及び設計方針の変更を伴わないことから，本
申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

20条 一次冷却材の減少分を補給する設備

×

・圧縮減容装置の設置は，一次冷却材の減少分を
補給する設備の設計及び設計方針の変更を伴わな
いことから，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

12条
補足
説明
資料

12条

1
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（7／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

21条 残留熱を除去することができる設備

×

・圧縮減容装置の設置は，残留熱を除去すること
ができる設備の設計及び設計方針の変更を伴わな
いことから，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

22条 最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設
備

×

・圧縮減容装置の設置は，最終ヒートシンクへ熱
を輸送することができる設備の設計及び設計方針
の変更を伴わないことから，本申請に係る基準要
求とならない。

－ － － －

23条 計測制御系統施設

×

・圧縮減容装置の設置は，計測制御系統施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

24条 安全保護回路

×

・圧縮減容装置の設置は，安全保護回路に係る設
備の設計及び設計方針の変更を伴わないことか
ら，本申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

25条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

×

・圧縮減容装置の設置は，反応度制御系統及び原
子炉制御系統に係る設備の設計及び設計方針の変
更を伴わないことから，本申請に係る基準要求と
ならない。

－ － － －

26条 原子炉制御室等

×

・圧縮減容装置の設置は，原子炉制御室等に係る
設備の設計及び設計方針の変更を伴わないことか
ら，本申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

1
5



第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（8／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

放射性廃棄物の処理施設
工場等には、次に掲げるところにより、通常運転
時において放射性廃棄物（実用炉規則第二条第二
項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。以下同
じ。）を処理する施設（安全施設に係るものに限
る。以下この条において同じ。）を設けなければ
ならない。

◯ ― ○

・不燃性雑固体廃棄物の処理のため，仕分け・切断作業を最大
6,000本／年行うこと及び第6給水加熱器の仕分け・切断が可能な
固体廃棄物作業建屋を設ける設計としている。

・圧縮減容装置の設置後も，固体廃棄物作業建屋
の不燃性雑固体廃棄物の処理能力は，仕分け・切
断作業を最大6,000本／年行うこと及び第6給水加
熱器の仕分け・切断が可能な処理能力が担保され
る設計とする。

一　周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域
の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に
低減できるよう、発電用原子炉施設において発生
する放射性廃棄物を処理する能力を有するものと
すること。

◯ ― ○

・廃棄物処理建屋排気口から放出される放射性物質は周辺監視区
域の外の空気中において濃度が十分に低減され，無視できる程度
となるよう設計している。

・圧縮減容装置から発生する放射性物質は廃棄物
処理建屋排気口から放出され，周辺監視区域の外
の空気中において濃度が十分に低減され，無視で
きる程度となるよう設計する。

二　液体状の放射性廃棄物の処理に係るものに
あっては、放射性物質を処理する施設から液体状
の放射性廃棄物が漏えいすることを防止し、及び
工場等外へ液体状の放射性廃棄物が漏えいするこ
とを防止できるものとすること。

◯ ― ×

・液体廃棄物処理系は，放射性廃液の漏えいの発生を防止するた
め適切な材料を使用するとともに適切な計測制御設備を有する設
計としている。漏えいが生じた場合，漏えいを早期検出するため
漏えい検出器等により検出し，警報を廃棄物処理操作室に個別に
表示するとともに，一括して中央制御室に表示する設計とし，か
つ，漏えいの拡大を防止するため主要な設備は，独立した区画内
に設けるか，周辺に堰等を設ける設計としている。
・液体廃棄物処理系及び関連する施設は，建屋及び連絡暗渠外ヘ
の漏えい並びに敷地外ヘの放出経路の形成を防止する設計として
いる。

・圧縮減容装置は，液体状の放射性廃棄物の処理
に係る設備ではないため，適合対象外とする。

三　固体状の放射性廃棄物の処理に係るものに
あっては、放射性廃棄物を処理する過程において
放射性物質が散逸し難いものとすること。

◯ ― ○

・固体廃棄物作業建屋で実施する仕分け・切断作業は区画され，
換気設備の設置されたエリアで行い，固体廃棄物を移動する際に
は，ドラム缶等の容器及び輸送容器に収納し，パッキン付きの蓋
を締めつけた状態で取り扱うことで放射性物質が散逸し難い設計
としている。さらに，空気中の放射性物質濃度が放射線業務従事
者の呼吸する空気中の濃度限度の1／10を超えるか，又はそのお
それのある場合は，高性能粒子フィルタ付き局所排風機を使用し
て作業を行うこと等により，仕分け・切断作業エリア内での放射
性物質の拡散を防止する。

・圧縮減容装置は固体廃棄物作業建屋内の区画さ
れ，換気設備の設置されたエリアに設置し，圧縮
減容された廃棄物を収納したドラム缶等を移動す
る際は，固体廃棄物をドラム缶等の容器及び輸送
容器に収納し，パッキン付きの蓋を締めつけた状
態で取り扱うことで放射性物質がエリア外に散逸
し難い設計とする。さらに，空気中の放射性物質
濃度が放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度
限度の1／10を超えるか，又はそのおそれのある場
合は，高性能粒子フィルタ付き局所排風機を使用
して作業を行うこと等により，仕分け・切断作業
エリア内での放射性物質の拡散を防止する。

放射性廃棄物の貯蔵施設
工場等には、次に掲げるところにより、発電用原
子炉施設において発生する放射性廃棄物を貯蔵す
る施設（安全施設に係るものに限る。）を設けな
ければならない。

― ○

・不燃性雑固体廃棄物を貯蔵するため，200Lドラム缶73,000本の
貯蔵能力を有する固体廃棄物貯蔵庫を設ける設計とした。
・また，固体廃棄物を詰めたドラム缶を廃棄事業者の廃棄施設へ
廃棄するための検査及び搬出までの間保管する廃棄体搬出作業エ
リアを固体廃棄物作業建屋内に設ける設計とした。

・圧縮減容装置の導入による効果及び今後の廃棄
物発生量及び搬出量等の予測を踏まえ，十分な今
後見込まれる固体廃棄物貯蔵庫及びの保管量は，
貯蔵容量に対して十分な裕度を確保する設計とす
る。
・また，圧縮減容装置の設置は廃棄体搬出作業エ
リアの貯蔵能力に影響しない設計とする。

一　放射性廃棄物が漏えいし難いものとするこ
と。 ― ○

二　固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備を設け
るものにあっては、放射性廃棄物による汚染が広
がらないものとすること。

― ○

29条 工場等周辺における直接線等からの防護
設計基準対象施設は、通常運転時において発電用
原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線に
よる工場等周辺の空間線量率が十分に低減できる
ものでなければならない。

◯ ― ○

・発電用原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン
マ線による空間線量率については，人の居住の可能性のある地域
において空気カ－マで50μGy／y以下を目標に遮蔽等を行う設計
とし，一次遮蔽，二次遮蔽及び燃料取扱遮蔽に加えて，廃棄物処
理系等からの放射線から保護する補助遮蔽を設置する設計として
いる。

・圧縮減容装置の設置により圧縮減容された放射
性廃棄物が固体廃棄物作業建屋及び固体廃棄物貯
蔵庫内に貯蔵されるが，補助遮蔽の設計条件とな
る表面線量率以下となるよう運用を行うため，既
設置許可の評価結果に影響を与えない設計とす
る。

29条
補足
説明
資料

◯

27条

・固体廃棄物貯蔵庫及び固体廃棄物作業建屋内廃棄体搬出作業エ
リアは貯蔵する放射性廃棄物が漏えいし難い設計とするととも
に，固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備にあっては，放射性廃
棄物による汚染が広がらない設計としている。

・圧縮減容装置により作成され，固体廃棄物貯蔵
庫及び固体廃棄物作業建屋内廃棄体搬出作業エリ
アに貯蔵される放射性廃棄物は漏えいし難い設計
とするとともに，固体状の放射性廃棄物を貯蔵す
る設備にあっては，放射性廃棄物による汚染が広
がらない設計とする。

28条

27条
補足
説明
資料

28条
補足
説明
資料
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（9／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

放射線からの放射線業務従事者の防護
設計基準対象施設は、外部放射線による放射線障
害を防止する必要がある場合には、次に掲げるも
のでなければならない。
一 放射線業務従事者（実用炉規則第二条第二項第
七号に規定する放射線業務従事者をいう。以下同
じ。）が業務に従事する場所における放射線量を
低減できるものとすること。

◯ ― ○

・固体廃棄物作業建屋は，外部放射線による放射線障害を防止す
る必要がある場合には，放射線業務従事者が業務に従事する場所
における放射線量を合理的に達成できる限り低く抑えるために，
遮蔽，機器の配置，遠隔操作，放射性物質の漏えい防止，換気
等，所要の放射線防護上の措置を講じた設計としている。

・圧縮減容装置による廃棄物処理に伴い放射線業
務従事者の受ける線量を合理的にできる限り低減
できるように，圧縮減容装置は固体廃棄物作業建
屋内に設置し，放射線業務従事者の被ばくを低く
抑えるよう「補助遮蔽」，「機器の配置及び遠隔
操作」，「換気系，放射性物質の漏えい防止及び
汚染の拡大防止措置」，「所要の放射防護上の措
置」を講じる設計とする。

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時
及び設計基準事故時において、迅速な対応をする
ために必要な操作ができるものとすること。 ◯ ― ×

・中央制御室は，設計基準事故時においても中央制御室内にとど
まり各種の操作を行う運転員が「線量限度等を定める告示」に定
められた限度を超える被ばくを受けないように，遮蔽を設ける等
の放射線防護措置を講じた設計としている。

・圧縮減容装置の設置は，設計基準事故等の対応
に係るものではないため，適合対象外とする。

２ 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防
護するため、放射線管理施設を設けなければなら
ない

◯ ―

・放射線業務従事者等の出入管理，個人被ばく管理及び汚染管理
を行うため，出入管理設備，個人被ばく管理関係設備及び汚染管
理設備を設ける設計としている。

・圧縮減容装置は，出入管理，汚染管理及び除染
等を行う施設に係るものではないため，適合対象
外とする。

３ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報
を原子炉制御室その他当該情報を伝達する必要が
ある場所に表示できる設備（安全施設に属するも
のに限る。）を設けなければならない。

◯ ― ×

・固体廃棄物作業建屋内にエリア・モニタを設置し，当該場所で
放射線レベルが確認できる指示計を設けるとともに，放射線レベ
ルが設定値を超えたときには，警報を発する設計とする。
・固体廃棄物作業建屋内の放射線業務従事者が頻繁に立ち入る場
所については，定期的及び必要の都度，サーベイ・メータによる
外部放射線量に係る線量当量率，サンプリング等による空気中放
射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度の測定を行う
とともに，作業場所の入口付近等に線量当量率等の必要な情報を
表示する設計としている。

・圧縮減容装置の設置場所には，エリア・モニタ
を設置し，当該場所で放射線レベルが確認できる
指示計を設けるとともに，放射線レベルが設定値
を超えたときには，警報を発する設計とする。
・上記エリア・モニタは，エリア内の空間線量率
を中央制御室に指示記録し，放射線レベルが設定
値を超えたときには中央制御室に警報を発する設
計としている。
・圧縮減容装置を設置する箇所は，放射線業務従
事者が頻繁に立ち入る場所であるため，圧縮減容
装置の運用に当たっては，定期的及び必要の都
度，サーベイ・メータによる外部放射線量に係る
空間線量率，サンプリング等による空気中放射性
物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度の
測定を行うとともに，作業場所の入口付近等に空
間線量率等の必要な情報を表示する。

31条 監視設備

×

・圧縮減容装置の設置は，監視設備の設計及び設
計方針の変更を伴わないことから，本申請に係る
基準要求とならない。 － － － －

32条 原子炉格納施設

×

・圧縮減容装置の設置は，原子炉格納施設の設計
及び設計方針の変更を伴わないことから，本申請
に係る基準要求とならない。 － － － －

33条 保安電源設備

×

・圧縮減容装置の設置は，保安電源設備の設計及
び設計方針の変更を伴わないことから，本申請に
係る基準要求とならない。 － － － －

34条 緊急時対策所

×

・圧縮減容装置の設置は，緊急時対策所に係る設
備の設計及び設計方針の変更を伴わないことか
ら，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

35条 通信連絡設備

×

・圧縮減容装置の設置は，通信連絡設備の設計及
び設計方針の変更を伴わないことから，本申請に
係る基準要求とならない。 － － － －

30条

30条
補足
説明
資料

1
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（10／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

36条 補助ボイラー

×

・圧縮減容装置の設置は，補助ボイラーに係る設
備の設計及び設計方針の変更を伴わないことか
ら，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

37条 重大事故等の拡大の防止等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の拡大の防
止等に係る重大事故等対処設備の設計及び設計方
針並びに運用の変更を伴わないことから，本申請
に係る基準要求とならない。

－ － － －

38条 重大事故等対処施設の地盤

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等対処施設の
設計及び設計方針の変更を伴わないことから，本
申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

39条 地震による損傷の防止

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

40条 津波による損傷の防止

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

41条 火災による損傷の防止

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

42条 特定重大事故等対処施設

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

43条 重大事故等対処設備
×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等対処設備の
設計方針の変更を伴わないことから，本申請に係
る基準要求とならない。

－ － － －

44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの設備 ×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための設備 ×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設
備 ×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための設備 ×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

1
8



第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（11／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための
設備 ×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための設備 ×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの設備 ×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。 － － － －

55条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。 － － － －

56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。 － － － －

57条 電源設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。 － － － －

58条 計装設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。 － － － －

59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。 － － － －

60条 監視測定設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。 － － － －

61条 緊急時対策所

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。 － － － －

62条 通信連絡を行うために必要な設備

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の設
計及び設計方針の変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（12／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

1.0 重大事故等対策における基本方針

×

・圧縮減容装置の設置は重大事故等対処施設の運
用の変更を伴わないことから，本申請に係る基準
要求とならない。 － － － －

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする
ための手順等に変更を伴わないことから，本申請
に係る基準要求とならない。

－ － － －

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原
子炉を冷却するための手順等に変更を伴わないこ
とから，本申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手
順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための
手順等に変更を伴わないことから，本申請に係る
基準要求とならない。

－ － － －

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原
子炉を冷却するための手順等に変更を伴わないこ
とから，本申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
に変更を伴わないことから，本申請に係る基準要
求とならない。

－ － － －

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る原子炉格納容器内の冷却等のための手順等に変
更を伴わないことから，本申請に係る基準要求と
ならない。

－ － － －

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順
等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手
順等に変更を伴わないことから，本申請に係る基
準要求とならない。

－ － － －

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための
手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため
の手順等に変更を伴わないことから，本申請に係
る基準要求とならない。

－ － － －

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す
るための手順等に変更を伴わないことから，本申
請に係る基準要求とならない。

－ － － －

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する
ための手順等に変更を伴わないことから，本申請
に係る基準要求とならない。

－ － － －

技術的能力審査基準
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第4表　既許可からの変更点及び基準適合性等（13／13）

適用要否
要：◯
否：×

適用不要の理由
基準適合
対象：〇

対象外：×
既許可 圧縮減容装置の設置時

補足
説明
資料

条文

基準適合のための設計方針圧縮減容装置の設置に伴う基準適用要否

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等に変
更を伴わないことから，本申請に係る基準要求と
ならない。

－ － － －

1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等に変更を伴わないことから，本申請に係
る基準要求とならない。

－ － － －

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の収束に必
要となる水の供給手順等に変更を伴わないことか
ら，本申請に係る基準要求とならない。

－ － － －

1.14 電源の確保に関する手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る電源の確保に関する手順等に変更を伴わないこ
とから，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

1.15 事故時の計装に関する手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る事故時の計装に関する手順等に変更を伴わない
ことから，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る原子炉制御室の居住性等に関する手順等に変更
を伴わないことから，本申請に係る基準要求とな
らない。

－ － － －

1.17 監視測定等に関する手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る監視測定等に関する手順等に変更を伴わないこ
とから，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

1.18 緊急時対策所の居住性に関する手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る緊急時対策所の居住性に関する手順等に変更を
伴わないことから，本申請に係る基準要求となら
ない。

－ － － －

1.19 通信連絡に関する手順等

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る通信連絡に関する手順等に変更を伴わないこと
から，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

2.1 可搬型設備等による対応

×

・圧縮減容装置の設置は，重大事故等の対処に係
る可搬型設備等による対応に変更を伴わないこと
から，本申請に係る基準要求とならない。 － － － －

2
1



（余　白）



 

 

 

 

 

 

 

 

3 条補足説明資料 

設計基準対象施設の地盤 
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3 条－2 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（設計基準対象施設の地盤） 

第三条 設計基準対象施設は、次条第

二項の規定により算定する地震力（設

計基準対象施設のうち、地震の発生に

よって生ずるおそれがあるその安全機

能の喪失に起因する放射線による公衆

への影響の程度が特に大きいもの（以

下「耐震重要施設」という。）及び兼用

キャスクにあっては、同条第三項に規

定する基準地震動による地震力を含

む。）が作用した場合においても当該設

計基準対象施設を十分に支持すること

ができる地盤に設けなければならな

い。ただし、兼用キャスクにあっては、

地盤により十分に支持されなくてもそ

の安全機能が損なわれない方法により

設けることができるときは、この限り

でない。 

第３条（設計基準対象施設の地盤） 

別記１のとおりとする。 

適合対象 

（2.1 に設計方針

を示す。） 

２ 耐震重要施設は、変形した場合に

おいてもその安全機能が損なわれる

おそれがない地盤に設けなければな

らない。 

適合対象外 

（申請施設は，耐

震重要施設ではな

いため。） 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるお

それがない地盤に設けなければならな

い。 

適合対象外 

（申請施設は，耐

震重要施設ではな

いため。） 

  

23



3 条－3 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記１ 

備考 

第３条（設計基準対象施設の地盤） 

１ 第３条第１項に規定する「設計基準対象施設を十分に支持することができ

る」とは、設計基準対象施設について、自重及び運転時の荷重等に加え、耐

震重要度分類（本規程第４条２の「耐震重要度分類」をいう。以下に同じ。）

の各クラスに応じて算定する地震力（第３条第１項に規定する「耐震重要施

設」（本規程第４条２のＳクラスに属する施設をいう。）にあっては、第４条

第３項に規定する「基準地震動による地震力」を含む。）が作用した場合にお

いても、接地圧に対する十分な支持力を有する設計であることをいう。 

  なお、耐震重要施設については、上記に加え、基準地震動による地震力が作

用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動に

よる地震力に対する支持性能が確保されていることを確認することが含ま

れる。 

適合対象 

（2.1 に設計方針

を示す。） 

２ 第３条第２項に規定する「変形」とは、地震発生に伴う地殻変動によって生

じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈

下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状をいう。 

  このうち上記の「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜

及び撓み」については、広域的な地盤の隆起又は沈降によって生じるものの

ほか、局所的なものを含む。これらのうち、上記の「局所的なもの」につい

ては、支持地盤の傾斜及び撓みの安全性への影響が大きいおそれがあるた

め、特に留意が必要である。 

適合対象外 

（申請施設は，耐

震重要施設ではな

いため。） 

３ 第３条第３項に規定する「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が

活動することにより、地盤に与えるずれをいう。 

  また、同項に規定する「変位が生ずるおそれがない地盤に設ける」とは、耐

震重要施設が将来活動する可能性のある断層等の露頭がある地盤に設置さ

れた場合、その断層等の活動によって安全機能に重大な影響を与えるおそれ

があるため、当該施設を将来活動する可能性のある断層等の露頭がないこと

を確認した地盤に設置することをいう。 

  なお、上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降（約

１２～１３万年前以降）の活動が否定できない断層等とする。その認定にあ

適合対象外 

（申請施設は，耐

震重要施設ではな

いため。） 
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3 条－4 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記１ 

備考 

たって、後期更新世（約１２～１３万年前）の地形面又は地層が欠如する等、

後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降

（約４０万年前以降）まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合

的に検討した上で活動性を評価すること。なお、活動性の評価に当たって、

設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長部で確認される断層等の

性状等により、安全側に判断すること。 

  また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断

層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え，支持地盤まで変

位及び変形が及ぶ地すべり面を含む。 
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3 条－5 

2. 適合のための設計方針について 

  「1. 要求事項」で適合対象とした要求事項は，「地震時の接地圧に対する

地盤の支持力」である。この要求事項について，既許可における適合のため

の設計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設

計方針を以下に示す。 

  地盤の変形及び変位に関する要求事項については，申請施設が耐震重要施

設に該当しないため適合対象外とした。 

 

2.1 設置許可基準規則第三条第１項について 

既許可における設計方針 

 固体廃棄物作業建屋は，耐震重要度分類Ｃクラスに応じて算定する地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置す

る設計方針としている。 

【三条－参考１】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は，耐震重要度分類Ｃクラスに応じて算定する地震力が作用し

た場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置するとし

て設計された固体廃棄物作業建屋内に設置する設計方針とする。 

 本設計方針は，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであり，

本項に適合する。  
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3 条－6 

【三条－参考１】 

申請書本文「五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備」 
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4 条補足説明資料 

地震による損傷の防止 
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4 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（地震による損傷の防止） 

第四条 設計基準対象施設は、地震力

に十分に耐えることができるものでな

ければならない。 

 

 

第４条（地震による損傷の防止） 

別記２のとおりとする。 

適合対象 

（2.2 許容限界及

び 2.3 地震力の算

定方法に設計方針

を示す。また，別記

２については別表

にて整理） 

ただし、炉心内の燃料被覆材の放射性

物質の閉じ込めの機能については以下

のとおりとし、兼用キャスク貯蔵施設

については別記４のとおりとする。 

適合対象外 

（申請施設として，

燃料被覆材及び兼

用キャスク貯蔵施

設はないため） 

２ 前項の地震力は、地震の発生によっ

て生ずるおそれがある設計基準対象

施設の安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度に応

じて算定しなければならない。 

 

 

適合対象 

（2.1 耐震重要度

分類及び 2.3 地震

力の算定方法に設

計方針を示す） 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該

耐震重要施設に大きな影響を及ぼす

おそれがある地震による加速度によ

って作用する地震力（以下「基準地

震動による地震力」という。）に対し

て安全機能が損なわれるおそれがな

いものでなければならない。 

 適合対象外 

（申請施設は，耐震

重要施設でないた

め） 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生

によって生ずるおそれがある斜面の

崩壊に対して安全機能が損なわれる

 適合対象外 

（申請施設は，耐震

重要施設でないた
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4 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

おそれがないものでなければならな

い。 

め） 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動

による地震力に対して放射性物質の

閉じ込めの機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

一 第１項に規定する「地震力に十

分に耐える」とは、通常運転時及

び運転時の異常な過渡変化時に

生じるそれぞれの荷重と、弾性設

計用地震動による地震力（本規程

別記２第４条第４項第１号に規

定する弾性設計用地震動による

地震力をいう。）又は静的地震力

（同項第２号に規定する静的地

震力をいい、Ｓクラスに属する機

器に対し算定されるものに限

る。）のいずれか大きい方の地震

力を組み合わせた荷重条件に対

して、炉心内の燃料被覆材の応答

が全体的におおむね弾性状態に

とどまることをいう。 

二 第５項に規定する「基準地震動

による地震力に対して放射性物

質の閉じ込めの機能が損なわれ

るおそれがない」とは、通常運転

時及び運転時の異常な過渡変化

時に生じるそれぞれの荷重と基

準地震動による地震力を組み合

わせた荷重条件により塑性ひず

みが生じる場合であっても、その

量が小さなレベルにとどまって

適合対象外 

（申請施設として，

燃料被覆材はない

ため） 
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4 条－3 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

破断延性限界に十分な余裕を有

し、放射性物質の閉じ込めの機能

に影響を及ぼさないことをいう。

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地

震力に対して安全機能が損なわれる

おそれがないものでなければならな

い。 

一 兼用キャスクが地震力により安

全機能を損なうかどうかをその

設置される位置のいかんにかか

わらず判断するために用いる合

理的な地震力として原子力規制

委員会が別に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によっ

て生ずるおそれがある斜面の崩壊に

対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

適合対象外 

（申請施設として，

兼用キャスク貯蔵

施設はないため）
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4 条－4 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

第４条（地震による損傷の防止） 

１ 第４条第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは、ある地震力に対し

て施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされることをいう。この場

合、上記の「弾性範囲の設計」とは、施設を弾性体とみなして応力解析を行

い、施設各部の応力を許容限界以下にとどめることをいう。また、この場合、

上記の「許容限界」とは、必ずしも厳密な弾性限界ではなく、局部的に弾性

限界を超える場合を容認しつつも施設全体としておおむね弾性範囲にとど

まり得ることをいう。 

適合対象 

（2.2 許容限界及

び 2.3 地震力の算

定方法に設計方針

を示す。） 

２ 第４条第２項に規定する「地震の発生によって生ずるおそれがある設計基

準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度」

とは、地震により発生するおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失

（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安

全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止す

る観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下

「耐震重要度」という。）をいう。設計基準対象施設は、耐震重要度に応じて、

次に掲げるクラスへの分類（以下「耐震重要度分類」という。）をするものと

する。 

一 Ｓクラス 

地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を

冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施

設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に

拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った

場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な

機能を持つ施設、これらの重要な安全機能を支援するために必要となる施

設及び地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を

防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいものをいい、

少なくとも次の施設はＳクラスとすること。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

・使用済燃料を貯蔵するための施設 

適合対象 

（2.1 耐震重要度分

類に設計方針を示

す。） 
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4 条－5 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び

原子炉の停止状態を維持するための施設 

・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するた

めの施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物

質の放散を直接防ぐための施設 

・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するた

めの施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以

外の施設 

・津波防護機能を有する施設（以下「津波防護施設」という。）及び浸水防

止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。） 

・敷地における津波監視機能を有する設備（以下「津波監視設備」という。）

二 Ｂクラス 

安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がＳクラス施設と

比べ小さい施設をいい、例えば、次の施設が挙げられる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、一次冷却材を内蔵

しているか又は内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ない又は貯蔵方

式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第

２条第２項第６号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限

度に比べ十分小さいものは除く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公

衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するための施設 

・放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための

施設で、Ｓクラスに属さない施設 

三 Ｃクラス 
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4 条－6 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又

は公共施設と同等の安全性が要求される施設をいう。 

３ 第４条第１項に規定する「地震力に十分に耐えること」を満たすために、耐

震重要度分類の各クラスに属する設計基準対象施設の耐震設計に当たって

は、以下の方針によること。 

適合対象 

（2.2 許容限界に設

計方針を示す。） 

一 Ｓクラス（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。） 

・弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地

震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。 

・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する

荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせ、

その結果発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められ

る規格及び基準による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超え

ないこと。 

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び

事故時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は

静的地震力を組み合わせた荷重条件に対して、応答が全体的におおむね

弾性状態にとどまること。 

 なお、「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重」

については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作

用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事象であっ

ても、一旦事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、そ

の事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏ま

え、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

適合対象外 

（申請施設は，Ｃク

ラスであるため） 

二 Ｂクラス 

・静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。ま

た、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行

うこと。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に２分の

１を乗じたものとすること。 

適合対象外 

（申請施設は，Ｃク

ラスであるため） 
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4 条－7 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する

荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築

基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷

重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、応答が

全体的におおむね弾性状態にとどまること。 

三 Ｃクラス 

・静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。 

・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する

荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築

基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷

重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、応答が

全体的におおむね弾性状態にとどまること。 

適合対象 

（2.2 許容限界に設

計方針を示す。） 

４ 第４条第２項に規定する「地震力」の「算定」に当たっては、以下に示す方

法によること。 

適合対象 

（地震力の算定方

法に設計方針を示

す。） 

一 弾性設計用地震動による地震力 

・弾性設計用地震動は、基準地震動（第４条第３項の「その供用中に当該

耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震」による地震動を

いう。以下同じ。）との応答スペクトルの比率の値が、目安として０．５

を下回らないような値で、工学的判断に基づいて設定すること。 

・弾性設計用地震動による地震力は、水平２方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせたものとして算定すること。また、地震力の算定に当た

っては、建物・構築物と地盤との相互作用並びに建物・構築物及び地盤

の非線形性を、必要に応じて考慮すること。 

適合対象外 

（申請施設は，Ｃク

ラスであり弾性設

計用地震動による

地震力の適用は不

要であるため） 
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4 条－8 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

・地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等

を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、十分な調査に基づく

適切な解析条件を設定すること。 

・地震力の算定過程において建物・構築物の設置位置等で評価される入力

地震動については、解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮

するとともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を

考慮すること。また、敷地における観測記録に基づくとともに、最新の

科学的・技術的知見を踏まえて、その妥当性が示されていること。 

二 静的地震力 

①建物・構築物 

・水平地震力は、地震層せん断力係数Ｃｉに、次に示す施設の耐震重要度

分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するこ

と。 

Ｓクラス ３．０ 

Ｂクラス １．５ 

Ｃクラス １．０ 

 ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標準せん断力係数Ｃ０を０．２以上

とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる

値とすること。 

・また、建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力を上回ることの

確認が必要であり、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断

力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、耐震重要度

分類の各クラスのいずれにおいても１．０とし、その際に用いる標準せ

ん断力係数Ｃ０は１．０以上とすること。この際、施設の重要度に応じ

た妥当な安全余裕を有していること。 

・Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとすること。鉛直地震力は、震度０．３以上

を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求め

適合対象 

（2.3 地震力の算

定方法に設計方針

を示す。） 
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4 条－9 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

た鉛直震度より算定すること。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とす

ること。 

②機器・配管系 

・耐震重要度分類の各クラスの地震力は、上記①に示す地震層せん断力係

数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度と

し、当該水平震度及び上記①の鉛直震度をそれぞれ２０％増しとした震

度から求めること。 

・なお、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用させ

ること。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とすること。 

なお、上記①及び②において標準せん断力係数Ｃ０等を０．２以上とした

ことについては、発電用原子炉設置者に対し、個別の建物・構築物、機器・

配管系の設計において、それぞれの重要度を適切に評価し、それぞれに対

し適切な値を用いることにより、耐震性の高い施設の建設等を促すことを

目的としている。耐震性向上の観点からどの施設に対してどの程度の割増

係数を用いれば良いかについては、設計又は建設に関わる者が一般産業施

設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定すること。 

５ 第４条第３項に規定する「基準地震動」は、最新の科学的・技術的知見を踏

まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の

地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なものとし、次の方針に

より策定すること。 

一 基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源

を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定すること。 

 上記の「解放基盤表面」とは、基準地震動を策定するために、基盤面上の

表層及び構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であって、著

しい高低差がなく、ほぼ水平で相当な拡がりを持って想定される基盤の表

面をいう。ここでいう上記の「基盤」とは、おおむねせん断波速度Ｖｓ＝

７００ｍ／ｓ以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないものと

する。 

適合対象外 

（基準地震動の策

定方針に係る要求

であるため） 
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4 条－10 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

二 上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地

震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響

を与えると予想される地震（以下「検討用地震」という。）を複数選定し、

選定した検討用地震ごとに、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく

地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を、解放基盤表

面までの地震波の伝播特性を反映して策定すること。 

 上記の「内陸地殻内地震」とは、陸のプレートの上部地殻地震発生層に生

じる地震をいい、海岸のやや沖合で起こるものを含む。 

 上記の「プレート間地震」とは、相接する二つのプレートの境界面で発

生する地震をいう。 

 上記の「海洋プレート内地震」とは、沈み込む（沈み込んだ）海洋プレー

ト内部で発生する地震をいい、海溝軸付近又はそのやや沖合で発生する

「沈み込む海洋プレート内の地震」又は海溝軸付近から陸側で発生する

「沈み込んだ海洋プレート内の地震（スラブ内地震）」の２種類に分けられ

る。 

 なお、上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については、

次に示す方針により策定すること。 

①内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、活

断層の性質や地震発生状況を精査し、中・小・微小地震の分布、応力場、

及び地震発生様式（プレートの形状・運動・相互作用を含む。）に関する

既往の研究成果等を総合的に検討し、検討用地震を複数選定すること。

②内陸地殻内地震に関しては、次に示す事項を考慮すること。 

ⅰ）震源として考慮する活断層の評価に当たっては、調査地域の地形・

地質条件に応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調査、地

球物理学的調査等の特性を活かし、これらを適切に組み合わせた調査

を実施した上で、その結果を総合的に評価し活断層の位置・形状・活

動性等を明らかにすること。 
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4 条－11 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

ⅱ）震源モデルの形状及び震源特性パラメータ等の評価に当たっては、

孤立した短い活断層の扱いに留意するとともに、複数の活断層の連動

を考慮すること。 

③プレート間地震及び海洋プレート内地震に関しては、国内のみならず世

界で起きた大規模な地震を踏まえ、地震の発生機構及びテクトニクス的

背景の類似性を考慮した上で震源領域の設定を行うこと。 

④上記①で選定した検討用地震ごとに、下記ⅰ）の応答スペクトルに基づ

く地震動評価及びⅱ）の断層モデルを用いた手法による地震動評価を実

施して策定すること。なお、地震動評価に当たっては、敷地における地

震観測記録を踏まえて、地震発生様式及び地震波の伝播経路等に応じた

諸特性（その地域における特性を含む。）を十分に考慮すること。 

ⅰ）応答スペクトルに基づく地震動評価 

 検討用地震ごとに、適切な手法を用いて応答スペクトルを評価のう

え、それらを基に設計用応答スペクトルを設定し、これに対して、地

震の規模及び震源距離等に基づき地震動の継続時間及び振幅包絡線

の経時的変化等の地震動特性を適切に考慮して地震動評価を行うこ

と。 

ⅱ）断層モデルを用いた手法に基づく地震動評価 

 検討用地震ごとに、適切な手法を用いて震源特性パラメータを設定

し、地震動評価を行うこと。 

⑤上記④の基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさ（震源断層の長

さ、地震発生層の上端深さ・下端深さ、断層傾斜角、アスペリティの位

置・大きさ、応力降下量、破壊開始点等の不確かさ、並びにそれらに係

る考え方及び解釈の違いによる不確かさ）については、敷地における地

震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータにつ

いて分析した上で、必要に応じて不確かさを組み合わせるなど適切な手

法を用いて考慮すること。 

⑥内陸地殻内地震について選定した検討用地震のうち、震源が敷地に極め

て近い場合は、地表に変位を伴う断層全体を考慮した上で、震源モデル
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4 条－12 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

の形状及び位置の妥当性、敷地及びそこに設置する施設との位置関係並

びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検討するとと

もに、これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上、上記

⑤の各種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し、震

源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえ

た上で、さらに十分な余裕を考慮して基準地震動を策定すること。 

⑦検討用地震の選定や基準地震動の策定に当たって行う調査や評価は、最

新の科学的・技術的知見を踏まえること。また、既往の資料等について、

それらの充足度及び精度に対する十分な考慮を行い、参照すること。な

お、既往の資料と異なる見解を採用した場合及び既往の評価と異なる結

果を得た場合には、その根拠を明示すること。 

⑧施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応答が卓越する

施設等がある場合は、その周波数特性に着目して地震動評価を実施し、

必要に応じて他の施設とは別に基準地震動を策定すること。 

三 上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づける

ことが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍におけ

る観測記録を基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応

答スペクトルを設定して策定すること。 

 なお、上記の「震源を特定せず策定する地震動」については、次に示す方

針により策定すること。 

①上記の「震源を特定せず策定する地震動」の策定に当たっては、「全国共通

に考慮すべき地震動」及び「地域性を考慮する地震動」の２種類を検討対

象とすること。 

②上記の「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍に

おける観測記録を基に得られた次の知見をすべて用いること。 

・２００４年北海道留萌支庁南部の地震において、防災科学技術研究所が

運用する全国強震観測網の港町観測点における観測記録から推定した

基盤地震動 

40



4 条－13 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

・震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した地震基盤相当面（地震

基盤からの地盤増幅率が小さく地震動としては地震基盤面と同等とみ

なすことができる地盤の解放面で、せん断波速度Ｖｓ＝２２００ｍ／ｓ

以上の地層をいう。）における標準的な応答スペクトル（以下「標準応答

スペクトル」という。）として次の図に示すもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

③上記の「地域性を考慮する地震動」の検討の結果、この地震動を策定す

る場合にあっては、事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域に

おいて発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震について、震源

近傍における観測記録を用いること。 

④解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じて応答スペクトル

の設定に反映するとともに、設定された応答スペクトルに対して、地震

動の継続時間及び経時的変化等の特性を適切に考慮すること。 

⑤上記の｢震源を特定せず策定する地震動｣について策定された基準地震

動の妥当性については、最新の科学的・技術的知見を踏まえて個別に確

認すること。 

四 基準地震動の策定に当たっての調査については、目的に応じた調査手法

を選定するとともに、調査手法の適用条件及び精度等に配慮することによ

って、調査結果の信頼性と精度を確保すること。 

 また、上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を

特定せず策定する地震動」の地震動評価においては、適用する評価手法に
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4 条－14 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

必要となる特性データに留意の上、地震波の伝播特性に係る次に示す事項

を考慮すること。 

①敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅部地盤構造）が地震波の伝播特

性に与える影響を検討するため、敷地及び敷地周辺における地層の傾

斜、断層及び褶曲構造等の地質構造を評価するとともに、地震基盤の位

置及び形状、岩相・岩質の不均一性並びに地震波速度構造等の地下構造

及び地盤の減衰特性を評価すること。なお、評価の過程において、地下

構造が成層かつ均質と認められる場合を除き、三次元的な地下構造によ

り検討すること。 

②上記①の評価の実施に当たって必要な敷地及び敷地周辺の調査につい

ては、地域特性及び既往文献の調査、既存データの収集・分析、地震観

測記録の分析、地質調査、ボーリング調査並びに二次元又は三次元の物

理探査等を適切な手順と組合せで実施すること。 

 なお、上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源

を特定せず策定する地震動」については、それぞれが対応する超過確率

を参照し、それぞれ策定された地震動の応答スペクトルがどの程度の超

過確率に相当するかを把握すること。 

６ 第４条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない」ことを満たすために、基準地震動に対する設計基準対象施設

の設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 耐震重要施設のうち、二以外のもの 

・基準地震動による地震力に対して、その安全機能が保持できること。 

・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する

荷重と基準地震動による地震力との組合せに対して、当該建物・構築物

が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余

裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有している

こと。 

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び

事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わ

適合対象外 

（申請施設は，Ｃク

ラスであり基準地

震動による地震力

の適用は不要であ

るため） 
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4 条－15 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

せた荷重条件に対して、その施設に要求される機能を保持すること。な

お、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であって

も、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有

し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。また、動的機

器等については、基準地震動による応答に対して、その設備に要求され

る機能を保持すること。例えば、実証試験等により確認されている機能

維持加速度等を許容限界とすること。 

 なお、上記の「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの

荷重」については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によっ

て作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事象であ

っても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、

その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏ま

え、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

二 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設

置された建物・構築物 

・基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求され

る機能（津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能をいう。）が保持

できること。 

・津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物は、常時作用

している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による地震力の

組合せに対して、当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能力

（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、その施設

に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）を保持すること。

・浸水防止設備及び津波監視設備は、常時作用している荷重及び運転時に

作用する荷重等と基準地震動による地震力の組合せに対して、その設備

に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）を保持すること。

・これらの荷重組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性に

ついて検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷重

の組合せを考慮すること。 
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4 条－16 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

なお、上記の「終局耐力」とは、構造物に対する荷重を漸次増大した際、

構造物の変形又は歪みが著しく増加する状態を構造物の終局状態と考え、

この状態に至る限界の最大荷重負荷をいう。 

また、耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波

及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計すること。この

波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容等

を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性を示すとともに、耐震重

要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用すること。 

なお、上記の「耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属する

ものの波及的影響によって、その安全機能を損なわない」とは、少なくと

も次に示す事項について、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを

確認すること。 

・設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下に

よる影響 

・耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

・建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震

重要施設への影響 

・建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震

重要施設への影響 

７ 第４条第３項に規定する「基準地震動による地震力」の算定に当たっては、

以下に示す方法によること。 

・基準地震動による地震力は、基準地震動を用いて、水平２方向及び鉛直

方向について適切に組み合わせたものとして算定すること。また、地震

力の算定に当たっては、建物・構築物と地盤との相互作用並びに建物・

構築物及び地盤の非線形性を、必要に応じて考慮すること。 

・基準地震動による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用

性及び適用限界等を考慮の上、適切な解析法を選定するとともに、十分

な調査に基づく適切な解析条件を設定すること。 

適合対象外 

（申請施設は，Ｃク

ラスであり基準地

震動による地震力

の適用は不要であ

るため） 
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4 条－17 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記２ 

備考 

・地震力の算定過程において建物・構築物の設置位置等で評価される入力

地震動については、解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮

するとともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を

考慮すること。また、敷地における観測記録に基づくとともに、最新の

科学的・技術的知見を踏まえて、その妥当性が示されていること。 

 

８ 第４条第４項は、耐震重要施設の周辺斜面について、基準地震動による地震

力を作用させた安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認するととも

に、崩壊のおそれがある場合には、当該部分の除去及び敷地内土木構造物に

よる斜面の保持等の措置を講ずることにより、耐震重要施設に影響を及ぼす

ことがないようにすることをいう。 

また、安定解析に当たっては、次の方針によること。 

一 安定性の評価対象としては、重要な安全機能を有する設備が内包された

建屋及び重要な安全機能を有する屋外設備等に影響を与えるおそれのあ

る斜面とすること。 

二 地質・地盤の構造、地盤等級区分、液状化の可能性及び地下水の影響等を

考慮して、すべり安全率等により評価すること。 

三 評価に用いる地盤モデル、地盤パラメータ及び地震力の設定等は、基礎地

盤の支持性能の評価に準じて行うこと。特に地下水の影響に留意するこ

と。 

 

適合対象外 

（申請施設は，Ｃク

ラスであり耐震重

要施設に要求され

る周辺斜面の安定

性に係る要求はな

いため） 
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4 条－18 

2. 適合のための設計方針について 

 「1. 要求事項」で適合対象とした各要求事項は，「耐震重要度分類」，

「許容限界」及び「地震力の算定方法」に大別される。これらの要求事項に

ついて，既許可における適合のための設計方針を示すとともに，圧縮減容装

置の設置時における適合のための設計方針を以下に示す。 

 炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能，兼用キャスク貯蔵施

設，耐震重要施設等に関する要求事項については，申請施設である圧縮減容

装置に関連しないため適合対象外とした。 

 

2.1 耐震重要度分類 

既許可における設計方針 

 既許可では，第 1 表に示すとおり設計基準対象施設が有する機能に応じて

耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類する方針としてい

る。 

【四条－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は，第 1 表に示すとおりＳクラス及びＢクラスのいずれの機

能にも該当しないため，耐震重要度分類はＣクラスとなる。 

 これは，既許可における分類方針を踏まえたものである。 
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4 条－19 

第 1 表 耐震重要度分類における機能別分類と圧縮減容装置の機能要求の整理 

耐震重要度 

分類 
機能別分類 

圧縮減容装置 

の機能要求 

Ｓクラス 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 該当しない 

使用済燃料を貯蔵するための施設 該当しない 

原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加する

ための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

該当しない 

原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 該当しない 

原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊

熱を除去するための施設 

該当しない 

原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁

となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 

該当しない 

放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放

散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の

放散を直接防ぐための施設」以外の施設 

該当しない 

津波防護機能を有する施設及び浸水防止機能を有する設

備 

該当しない 

敷地における津波監視機能を有する設備 該当しない 

Ｂクラス 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、一

次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

該当しない 

放射性廃棄物を内蔵している施設 該当しない 

放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その

破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与

える可能性のある施設 

放射性廃棄物以

外の放射性物質

に関連した施設

に該当するが，圧

縮減容装置その

ものは放射性物

質を内包しない

ため，破損したと

しても公衆及び

従事者に過大な

被ばくを与える

ことはない 

使用済燃料を冷却するための施設 該当しない 

放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を

抑制するための施設で、Ｓクラスに属さない施設 

該当しない 

Ｃクラス Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される

施設をいう。 

圧縮減容装置は

Ｓクラス及びＢ

クラスに該当し

ないため，Ｃクラ

スとなる 
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4 条－20 

2.2 許容限界 

既許可における設計方針 

 既許可では，Ｃクラスの機器・配管系の許容限界は，おおむね弾性状態に

とどまるよう設定する方針としている。 

【四条－参考 2】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は，Ｃクラスの機器・配管系に該当するため，既許可の設計

方針に基づき，おおむね弾性状態にとどまるように許容限界を設定する。 

 これは，既許可における許容限界の設定方針を踏まえたものである。 

 

2.3 地震力の算定方法 

既許可における設計方針 

既許可では，Ｃクラスの機器・配管系に適用する水平方向の地震力は，Ｃ

クラスの建物・構築物として係数 1.0 を乗じて算定した地震層せん断力係数

Ｃｉに 20％増しとした震度より定める方針としている。 

【四条－参考 3】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置の耐震評価に適用する水平方向の地震力は，当該装置を設置

する固体廃棄物作業建屋の設計に適用する地震層せん断力係数Ｃｉを 20％増

しとした震度より定める。 

 これは，既許可における水平方向の地震力の設定方針を踏まえたものであ

る。 

以上のとおり，2 項で説明した圧縮減容装置の設置時における設計方針は，

既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであり，第四条に適合す

る。  
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4 条－21 

【四条－参考 1】 

まとめ資料「東海第二発電所 地震による損傷の防止」 
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4 条－22 
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4 条－23 

【四条－参考 2】 

まとめ資料「東海第二発電所 地震による損傷の防止」 
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4 条－24 

【四条－参考 3】 

まとめ資料「東海第二発電所 地震による損傷の防止」 
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4 条－25 
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5 条補足説明資料 

津波による損傷の防止 
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5 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（津波による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設（兼用キャ

スク及びその周辺施設を除く。）は、

その供用中に当該設計基準対象施設

に大きな影響を及ぼすおそれがある

津波（以下「基準津波」という。）に

対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

第５条（津波による損傷の防止） 

別記３のとおりとする。 

適合対象外（別

記３の記載に基

づき確認する。）

２ 兼用キャスク及びその周辺施設

は，次のいずれかの津波に対して安

全機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならない。 

一 兼用キャスクが津波により安

全機能を損なうかどうかをその

設置される位置のいかんにかか

わらず判断するために用いる合

理的な津波として原子力規制委

員会が別に定めるもの 

二 基準津波 

ただし、兼用キャスク貯蔵施設につい

ては、別記４のとおりとする。 

適合対象外（申

請設備として兼

用キャスクはな

いため。） 
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5 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

第５条（津波による損傷の防止） 

１ 第５条第１項に規定する「基準津波」は、最新の科学的・技術的知見を踏

まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の

地震学的見地から想定することが適切なものを策定すること。また、津波の

発生要因として、地震のほか、地すべり、斜面崩壊その他の地震以外の要因、

及びこれらの組合せによるものを複数選定し、不確かさを考慮して数値解析

を実施し、策定すること。 

また、基準津波の時刻歴波形を示す際は、敷地前面海域の海底地形の特徴を

踏まえ、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、施

設から離れた沿岸域における津波を用いること。 

なお、基準津波の策定に当たっての調査については、目的に応じた調査手法

を選定するとともに、調査手法の適用条件及び精度等に配慮することによっ

て、調査結果の信頼性と精度を確保すること。 

 

 

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

２ 上記１の「基準津波」の策定に当たっては、以下の方針によること。 

一 津波を発生させる要因として、次に示す要因を考慮するものとし、敷地

に大きな影響を与えると予想される要因を複数選定すること。また、津波

発生要因に係る敷地の地学的背景及び津波発生要因の関連性を踏まえ、プ

レート間地震及びその他の地震、又は地震及び地すべり若しくは斜面崩壊

等の組合せについて考慮すること。 

・プレート間地震 

・海洋プレート内地震 

・海域の活断層による地殻内地震 

・陸上及び海底での地すべり及び斜面崩壊 

・火山現象（噴火、山体崩壊又はカルデラ陥没等） 

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

二 プレート形状、すべり欠損分布、断層形状、地形・地質及び火山の位置

等から考えられる適切な規模の津波波源を考慮すること。この場合、国内

のみならず世界で起きた大規模な津波事例を踏まえ、津波の発生機構及び

テクトニクス的背景の類似性を考慮した上で検討を行うこと。また、遠地

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 
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5 条－3 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

津波に対しても、国内のみならず世界での事例を踏まえ、検討を行うこと。

三 プレート間地震については、地震発生域の深さの下限から海溝軸までが

震源域となる地震を考慮すること。 

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

四 他の地域において発生した大規模な津波の沖合での水位変化が観測さ

れている場合は、津波の発生機構、テクトニクス的背景の類似性及び観測

された海域における地形の影響を考慮した上で、必要に応じ基準津波への

影響について検討すること。 

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

五 基準津波による遡上津波は、敷地周辺における津波堆積物等の地質学的

証拠及び歴史記録等から推定される津波高及び浸水域を上回っているこ

と。また、行政機関により敷地又はその周辺の津波が評価されている場合

には、波源設定の考え方及び解析条件等の相違点に着目して内容を精査し

た上で、安全側の評価を実施するとの観点から必要な科学的・技術的知見

を基準津波の策定に反映すること。 

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

六 耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、基準津波の策定の過程に伴う

不確かさの考慮に当たっては、基準津波の策定に及ぼす影響が大きいと考

えられる波源特性の不確かさの要因（断層の位置、長さ、幅、走向、傾斜

角、すべり量、すべり角、すべり分布、破壊開始点及び破壊伝播速度等）

及びその大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる

不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いること。 

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

七 津波の調査においては、必要な調査範囲を地震動評価における調査より

も十分に広く設定した上で、調査地域の地形・地質条件に応じ、既存文献

の調査、変動地形学的調査、地質調査及び地球物理学的調査等の特性を活

かし、これらを適切に組み合わせた調査を行うこと。また、津波の発生要

因に係る調査及び波源モデルの設定に必要な調査、敷地周辺に来襲した可

能性のある津波に係る調査、津波の伝播経路に係る調査及び砂移動の評価

に必要な調査を行うこと。 

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

八 基準津波の策定に当たって行う調査及び評価は、最新の科学的・技術的 適合対象外（基
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5 条－4 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

知見を踏まえること。また、既往の資料等について、調査範囲の広さを踏

まえた上で、それらの充足度及び精度に対する十分な考慮を行い、参照す

ること。なお、既往の資料と異なる見解を採用した場合には、その根拠を

明示すること。 

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

九 策定された基準津波については、施設からの反射波の影響が微少となる

よう定義された位置及び敷地周辺の評価地点における超過確率を把握す

ること。 

 

適合対象外（基

準津波の策定に

係 る 事 項 の た

め。） 

３ 第５条第１項の「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければなら

ない」を満たすために、基準津波に対する設計基準対象施設の設計に当たっ

ては、以下の方針によること。 

以下の一～七に

示すとおり。 

一 Ｓクラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備

を除く。以下この号及び第三号において同じ。）の設置された敷地等におい

て、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させないこと。また、

取水路及び放水路等の経路から流入させないこと。そのため、以下の方針

によること。 

①Ｓクラスに属する設備（浸水防止設備及び津波監視設備を除く。以下こ

の号から第三号までにおいて同じ。）を内包する建屋及びＳクラスに属

する設備（屋外に設置するものに限る。）は、基準津波による遡上波が到

達しない十分高い場所に設置すること。また、基準津波による遡上波が

到達する高さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び浸水防止設

備を設置すること。 

②上記①の遡上波の到達防止に当たっては、敷地及び敷地周辺の地形、標

高及び河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、

遡上波の回込みを含め敷地への遡上の可能性を検討すること。また、地

震による変状又は繰り返し来襲する津波による洗掘・堆積により地形又

は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影

響を検討すること。 

③取水路又は放水路等の経路から、Ｓクラスに属する施設の設置された敷

適合対象外（申

請設備として，

津波防護対象設

備に該当しない

ため。） 
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5 条－5 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

地並びにＳクラスに属する設備を内包する建屋及び区画に津波の流入

する可能性について検討した上で、流入する可能性のある経路（扉、開

口部、貫通口等）を特定し、それらに対して流入防止の対策を施すこと

により、津波の流入を防止すること。 

二 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏

水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止すること。

そのため、以下の方針によること。 

①取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設及び地下

部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が継続することによる

浸水範囲を想定するとともに、当該想定される浸水範囲（以下「浸水想

定範囲」という。）の境界において浸水想定範囲外に流出する可能性の

ある経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策

を施すことにより浸水範囲を限定すること。 

②浸水想定範囲の周辺にＳクラスに属する設備がある場合は、防水区画化

するとともに、必要に応じて浸水量評価を実施し、安全機能への影響が

ないことを確認すること。 

③浸水想定範囲における長期間の浸水が想定される場合は、排水設備を設

置すること。 

適合対象外（申

請設備として，

津波防護対象設

備に該当しない

ため。） 

三 前二号に規定するもののほか、Ｓクラスに属する施設については、浸水

防護をすることにより津波による影響等から隔離すること。そのため、Ｓ

クラスに属する設備を内包する建屋及び区画については、浸水防護重点化

範囲として明確化するとともに、地震による溢水に加えて津波の流入を考

慮した浸水範囲及び浸水量を安全側に想定した上で、浸水防護重点化範囲

流入する可能性のある経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに

対して流入防止の対策を施すこと。 

適合対象外（申

請設備として，

津波防護対象設

備に該当しない

ため。） 

四 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する

こと。そのため、非常用海水冷却系については、基準津波による水位の低

下に対して冷却に必要な海水を確保することにより、海水ポンプが機能を

保持できる設計であること。また、基準津波による水位変動に伴う砂の移

適合対象外（申

請設備として，

非常用海水冷却

系及び非常用取
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5 条－6 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性が確保でき、かつ、

取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能を保持できる設計であ

ること。 

水設備に該当し

ないため。） 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波に対

する設計を行うために、津波の伝播特性及び流入経路等を考慮して、それ

ぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対して津波防護機

能及び浸水防止機能が保持できること。また、津波監視設備については、

入力津波に対して津波監視機能が保持できること。そのため、以下の方針

によること。 

以下の①～⑧に

示すとおり。 

①上記の「津波防護施設」とは、防潮堤、盛土構造物及び防潮壁等をいう。

上記の「浸水防止設備」とは、水密扉及び開口部・貫通口の浸水対策設

備等をいう。また、上記の「津波監視設備」とは、敷地の潮位計及び取

水ピット水位計並びに津波の来襲状況を把握できる屋外監視カメラ等

をいう。これら以外には、津波防護施設及び浸水防止設備への波力によ

る影響等、津波による影響を軽減する効果が期待される防波堤等の津波

影響軽減施設・設備がある。 

適合対象外（用

語 の 定 義 の た

め。） 

②入力津波については、基準津波の波源からの数値計算により、各施設・

設備等の設置位置において算定される時刻歴波形とすること。数値計算

に当たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海底地形、津波の敷地への浸入

角度、河川の有無、陸上の遡上・伝播の効果及び伝播経路上の人工構造

物等を考慮すること。また、津波による港湾内の局所的な海面の固有振

動の励起を適切に評価し考慮すること。 

適合対象外（入

力津波の設定係

る事項のため。）

③津波防護施設については、その構造に応じ、波力による浸食及び洗掘に

対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の

耐性等にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持

できるよう設計すること。 

適合対象外（申

請施設として，

津波防護施設に

該 当 し な い た

め。） 

④浸水防止設備については、浸水想定範囲等における津波や浸水による荷

重等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性等にも配慮した上で、入力

適合対象外（申

請施設として，
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5 条－7 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計すること。 浸水防止設備に

該 当 し な い た

め。） 

⑤津波監視設備については、津波の影響（波力及び漂流物の衝突等）に対

して、影響を受けにくい位置への設置及び影響の防止策・緩和策等を検

討し、入力津波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計する

こと。 

適合対象外（申

請施設として，

津波監視設備に

該 当 し な い た

め。） 

⑥津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物及び

設置物等が破損又は倒壊した後に漂流する可能性がある場合には、防潮

堤等の津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう、

漂流防止措置又は津波防護施設及び浸水防止設備への影響の防止措置

を施すこと。 

適合対象外（申

請設備として，

津波防護施設及

び浸水防止設備

に該当しないた

め。） 

⑦上記③、④及び⑥の設計等においては、耐津波設計上の十分な裕度を含

めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波

力・波圧、洗掘力及び浮力等）について、入力津波から十分な余裕を考

慮して設定すること。また、余震の発生の可能性を検討した上で、必要

に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮する

こと。さらに、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの来襲

による作用が津波防護機能及び浸水防止機能へ及ぼす影響について検

討すること。 

適合対象外（申

請施設として，

津波防護施設，

浸水防止設備及

び 津 波 軽 減 施

設・設備に該当

しないため。） 

⑧津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たって、津波影響軽減施設・

設備の効果を考慮する場合は、このような施設・設備についても、入力

津波に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計すると

ともに、上記⑥及び⑦を満たすこと。 

適合対象外（申

請施設として，

津波防護施設，

浸水防止設備及

び 津 波 軽 減 施

設・設備に該当

しないため。） 

61



5 条－8 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

⑨津波防護施設のうち、防潮ゲート等の外部入力により動作する機能を有

するものについては、当該機構の構造、動作原理等を踏まえ、津波防護

機能が損なわれないよう重要安全施設に求められる信頼性と同等の信

頼性を確保した設計とすること。 

適合対象外（申

請施設として，

津波防護施設に

該 当 し な い た

め。） 

六 地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波

の繰り返しの来襲による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動

及び漂流物等）を考慮すること。 

適合対象外（申

請設備として，

津波防護施設，

浸水防止設備及

び非常用取水設

備に該当しない

ため。） 

七 津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに非常用海水冷却系の評価

に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して

安全側の評価を実施すること。なお、その他の要因による潮位変動につい

ても適切に評価し考慮すること。また、地震により陸域の隆起又は沈降が

想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地

殻変動量を考慮して安全側の評価を実施すること。 

適合対象外（申

請設備として，

津波防護施設，

浸水防止設備及

び非常用海水冷

却系に該当しな

いため。） 
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5 条－9 

2. 適合のための設計方針について 

 既許可での設計基準対象施設における耐津波設計では，「五条－参考 1」に

示すとおり，津波防護対象設備を選定し，津波防護対象設備を津波から防護

する設計としている。津波からの防護に当たっては，入力津波を設定した上

で，津波防護対象設備に対して，外郭防護１，外郭防護２及び内郭防護の要

求事項に従って防護し，重要な安全機能への影響を防止する設計としている。

また，海水を取水する設備については津波による二次的な影響に対して，水

位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する設計とす

るともに、漂流物による取水性への影響がないことを評価している。 

 圧縮減容装置は，重要な安全機能を有する設備に当たらず，津波から防護

する設備の対象外となるため，「1. 要求事項」に示される各要求事項は，適

合対象外となる。以下では，圧縮減容装置を津波から防護する設備の対象外

とする考え方について説明する。 

【五条－参考 1】 

 

既許可における設計方針 

 既許可では，津波から防護する設備（以下「設計基準対象施設の津波防護

対象設備」という。）を「クラス１及びクラス２設備並びに耐震Ｓクラスに属

する設備（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）」として

いる。 

 クラス３設備については，設計対象施設の津波防護対象設備に該当しない

が，安全評価上その機能を期待する設備は，津波に対してその機能を維持で

きる設計とし，その他の設備は損傷した場合を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保する等の対応を行う設計としている。 

【五条－参考 2,3】 
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5 条－10 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）を有する固体廃棄物

処理系に属する設備であり，クラス３の設備に分類される。また，「4 条 地

震による損傷の防止」に示されるとおり，耐震Ｃクラスに分類される。この

ため，圧縮減容装置は，第 2－1 図に示すように，設計基準対象施設の津波防

護対象設備には該当しないため，津波から防護する対象とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設計基準対象施設 

耐震Ｓクラス 

設備であるか 

クラス１，２ 

設備であるか 

津波防護対象設備外 津波防護対象設備 

Yes 

Yes 

No 

No 

第 2－1 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備の選定フロー 
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5 条－11 

 また，圧縮減容装置は，安全評価上その機能を期待する設備ではないため，

損傷した場合を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する等の対応を

行う設計とする。圧縮減容装置を内包する建屋である固体廃棄物作業建屋は，

第 2－2 図に示すように，津波防護施設及び浸水防止設備により津波の到達・

流入が防止された敷地に設置され，基準津波によって圧縮減容装置が損傷す

ることはなく，必要な機能を保持できるようにすることにより，代替設備に

より必要な機能を確保する等の対応をする設計とする。 
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5
条

－
1
2
 

固体廃棄物作業建屋が設置

される敷地には，津波は到

達・流入しない。 

(a) 基準津波が到達・流入する範囲 (b) 固体廃棄物作業建屋が設置される敷地

最大水位上昇量（＋m） 

第 2－2 図 基準津波が到達・流入する範囲と固体廃棄物作業建屋が設置される敷地の関係 

【五条－参考 4】

6
6



 

5 条－13 

五条－参考 1 

【既許可 設置変更許可 審査資料 津波による損傷の防止 抜粋】 
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5 条－14 

五条－参考 2 

【既許可 添付書類八 1.4 耐津波設計 1.4.1 設計基準対象施設の耐津

波設計】 
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5 条－15 
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5 条－16 

五条－参考 3 

【既許可 設置変更許可 審査資料 津波による損傷の防止 抜粋】 
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5 条－17 
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5 条－18 
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5 条－20 
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（余　白）



 

 

 

 

 

 

 

 

6 条補足説明資料 

外部からの衝撃による損傷の防止
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6 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（外部からの衝撃による損傷の防止）

第六条 安全施設（兼用キャスクを

除く。）は、想定される自然現象（地

震及び津波を除く。次項において同

じ。）が発生した場合においても安全

機能を損なわないものでなければなら

ない。 

 

第６条（外部からの衝撃による損傷の

防止） 

１ 第１項は、設計基準において想定

される自然現象（地震及び津波を除

く。）に対して、安全施設が安全機

能を損なわないために必要な安全施

設以外の施設又は設備等（重大事故

等対処設備を含む。）への措置を含

む。 

２ 第１項に規定する「想定される自

然現象」とは、敷地の自然環境を基

に、洪水、風（台風）、竜巻、凍

結、降水、積雪、落雷、地滑り、火

山の影響、生物学的事象又は森林火

災等から適用されるものをいう。 

３ 第１項に規定する「想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）が発

生した場合においても安全機能を損

なわないもの」とは、設計上の考慮

を要する自然現象又はその組み合わ

せに遭遇した場合において、自然事

象そのものがもたらす環境条件及び

その結果として施設で生じ得る環境

条件において、その設備が有する安

全機能が達成されることをいう。 

 

適合対象 

 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施

設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

４ 第２項に規定する「重要安全施設」

については、「発電用軽水型原子炉施

適合対象外 
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6 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

ると想定される自然現象により当該

重要安全施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を適切に

考慮したものでなければならない。

 

設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針」（平成 2 年 8 月 30 日原子

力安全委員会決定）の「Ｖ．２．（２）

自然現象に対する設計上の考慮」に

示されるものとする。 

５ 第２項に規定する「大きな影響を

及ぼすおそれがあると想定される自

然現象」とは、対象となる自然現象

に対応して、最新の科学的技術的知

見を踏まえて適切に予想されるもの

をいう。なお、過去の記録、現地調

査の結果及び最新知見等を参考にし

て、必要のある場合には、異種の自

然現象を重畳させるものとする。 

６ 第２項に規定する「適切に考慮し

たもの」とは、大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象

により当該重要安全施設に作用する

衝撃及び設計基準事故が発生した場

合に生じる応力を単純に加算するこ

とを必ずしも要求するものではな

く、それぞれの因果関係及び時間的

変化を考慮して適切に組み合わせた

場合をいう。 
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6 条－3 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）

は、工場等内又はその周辺において

想定される発電用原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。以下「人

為による事象」という。）に対して安

全機能を損なわないものでなければ

ならない。 

 

７ 第３項は、設計基準において想定

される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある

事象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。）に対して、安全

施設が安全機能を損なわないために

必要な安全施設以外の施設又は設備

等（重大事故等対処設備を含む。）へ

の措置を含む。 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）」

とは、敷地及び敷地周辺の状況をも

とに選択されるものであり、飛来物

（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、

近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶

の衝突又は電磁的障害等をいう。な

お、上記の航空機落下については、

「実用発電用原子炉施設の航空機落

下確率の評価基準について」（平成

14・07・29 原院第 4 号（平成１４年

７月３０日原子力安全・保安院制

定））等に基づき、防護設計の要否に

ついて確認する。 

９ 兼用キャスク貯蔵施設について

は、別記４のとおりとする。 

適合対象 
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6 条－4 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

４ 兼用キャスクは、次に掲げる自然

現象が発生した場合においても安全

機能を損なわないものでなければな

らない。 

一 兼用キャスクが竜巻により

安全機能を損なうかどうかを

その設置される位置のいかん

にかかわらず判断するために

用いる合理的な竜巻として原

子力規制委員会が別に定める

もの 

二 想定される森林火災 

 適合対象外 

 

５ 前項の規定は、兼用キャスクにつ

いて第一項の規定の例によることを

妨げない。 

 適合対象外 

 

６ 兼用キャスクは、次に掲げる人為

による事象に対して安全機能を損な

わないものでなければならない。 

一 工場等内又はその周辺にお

いて想定される兼用キャスク

の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある爆発 

二 工場等の周辺において想定

される兼用キャスクの安全性

を損なわせる原因となるおそ

れがある火災 

 適合対象外 
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6 条－5 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

７ 前項の規定は、兼用キャスクにつ

いて第三項の規定の例によることを

妨げない。 

 適合対象外 
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6 条－6 

2. 適合のための設計方針 

 「１．要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための

設計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計

方針を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第六条第１項及び第３項について 

既許可における設計方針 

既許可では，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

及び想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して，安

全機能を損なわない設計としている。安全機能が損なわれないことを確認す

る必要がある施設を，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に

関する審査指針」で規定されている重要度分類（以下 1.7 では「安全重要

度分類」という。）のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系

統及び機器としている。 

その上で，上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉を停止する

ため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要

な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及

び機器として，安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機

能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器並びに使用済燃料プー

ルの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止の機能又

は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器を外部事象から防護

する対象（以下「外部事象防護対象施設」という。）とし，機械的強度を有

すること等により，安全機能を損なわない設計としている。 
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6 条－7 

また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対象施設とな

る建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等により，内包する外部事象

防護対象施設の安全機能を損なわない設計及び外部事象防護対象施設へ波及

的影響を及ぼさない設計とする。ここで，外部事象防護対象施設及び外部事

象防護対象施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持すること若しくは

損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計としている。外部事象防護対象施設の

評価フローについては，第 6－1 図のとおりとしている。 

【六条－参考 1】 
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6 条－8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6－1 図 外部事象防護対象施設の抽出フロー 

【六条－参考 2】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）を有する固体廃棄物

処理系に属する設備である。また，安全評価上期待する設備でもない。この

ため，第 6－1 図に示す既許可における外部事象防護対象施設の抽出フロー

により，外部事象防護対象施設等に該当しないこととなり，既許可の設計方

①クラス１，クラス

２に属する構築物等

YES 

NO

・安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器 

・安全機能を有しない構築物，系統及び機器 

外部事象防護対象施設 

※ 損傷を考慮して代替等で

安全機能を確保 

外部事象防護対象施設を内包

する建屋 

（外部事象防護対象施設であ

る建屋を除く。） 

②安全評価上 

期待するクラス３に

属する構築物等 

①及び②を内包する

建屋 

その他の施設※

外部事象防護対象施設等 

YES 

NO 

NO 

YES 
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6 条－9 

針を踏まえ，機能を維持すること若しくは損傷を考慮して安全上支障のない

期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

したがって，既許可における設計方針を踏まえたものであり，本項に適合

する。 

 

2.2 設置許可基準規則第六条第２項について 

既許可における設計方針 

  既許可では，重要安全施設である「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」（平成 2 年 8 月 30 日原子力安全委員会決定）

の「Ｖ．２．（２）自然現象に対する設計上の考慮」に示されるクラス１，

２設備を対象に，本項に適合させることとしており，クラス３設備について

は適合対象外としている。 

【設置許可基準規則解釈 第６条４】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

  圧縮減容装置は，クラス３設備である。このため，重要安全施設に該当し

ておらず，本項については適合対象外である。 

 

2.3 設置許可基準規則第六条第４項から第７項について 

既許可における設計方針 

既許可では，兼用キャスクを採用していないため，適合対象外としてい

る。 
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6 条－10 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

  圧縮減容装置設置後においても，兼用キャスクは採用しないため，適合対

象外である。  
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6 条－11 

【六条－参考 1】 

まとめ資料「東海第二発電所 外部からの衝撃による損傷の防止」 
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6 条－12 
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6 条－13 

【六条－参考 2】 

まとめ資料「東海第二発電所 外部からの衝撃による損傷の防止」 

 「別添資料１ 外部事象の考慮について」 
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7 条補足説明資料 

発電用原子炉施設への 

人の不法な侵入等の防止 
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７条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（発電用原子炉施設への人の不法な侵

入等の防止） 

第七条 工場等には、発電用原子炉施

設への人の不法な侵入、発電用原子

炉施設に不正に爆発性又は易燃性を

有する物件その他人に危害を与え、

又は他の物件を損傷するおそれがあ

る物件が持ち込まれること及び不正

アクセス行為（不正アクセス行為の

禁止等に関する法律（平成十一年法

律第百二十八号）第二条第四項に規

定する不正アクセス行為をいう。第

二十四条第六号において同じ。）を

防止するための設備を設けなければ

ならない。 

第７条（発電用原子炉施設への人の不

法な侵入等の防止） 

１ 第７条の要求には、工場等内の人に

よる核物質の不法な移動又は妨害

破壊行為、郵便物等による工場等外

からの爆破物又は有害物質の持ち

込み及びサイバーテロへの対策が

含まれる。 

適合対象外 

 

 

2. 適合のための設計方針 

「1.要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設計

方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方針を

以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第七条及び技術基準規則第 9 条について 

既許可における設計方針 

 既許可では，適合のための設計方針として，発電用原子炉施設への人の不法

な侵入，郵便物等による発電所外からの爆破物や有害物質の持込み及び不正ア
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７条－2 

クセス行為（サイバーテロを含む。）に対し，これを防護するため，核物質防

護対策として以下の措置を講じた設計とする。  

 （1） 人の不法な侵入の防止措置  

a. 区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画し，侵入防止 

及び出入管理を行うことができる設計とする。  

b. 探知施設を設け，警報，映像監視等，集中監視する設計とする。 

c. 外部との通信連絡設備を設け，関係機関等との通信連絡を行うこ 

とができる設計とする。  

d. 防護された区域内においても，施錠管理により，発電用原子炉施 

設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作 

に係る情報システムへの不法な侵入を防止する設計とする。  

 

（2） 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防止措置  

a. 区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画し，侵入防止 

及び出入管理を行うことができる設計とする。  

b. 区域の出入口において，発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易 

燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷する 

おそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物 

及び有害物質の持込みを含む。）が行われないように物品の持込み 

点検を行うことができる設計とする。  

 

 （3） 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止措置  

a. 発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備 

又は装置の操作に係る情報システムについては，電気通信回線を通 

じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計 
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７条－3 

とする。 

【七条‐参考 1】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，「既許可における設計方針」のとおり設計した発電用原子

炉施設内に設定した区域，区画に設置するものであり，新規の防止措置は不要

である。 

したがって，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであり，

本条に適合する。 
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７条－4 

七条‐参考 1 

まとめ資料「東海第二発電所 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止」 
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７条－5 
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8 条補足説明資料 

火災による損傷の防止
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8 条－1 

 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は，火災によ

り発電用原子炉施設の安全性が損

なわれないよう，火災の発生を防止

することができ，かつ，早期に火災

発生を感知する設備（以下「火災感

知設備」という。）及び消火を行う設

備（以下「消火設備」といい，安全

施設に属するものに限る。）並びに

火災の影響を軽減する機能を有す

るものでなければならない。 

 

第８条（火災による損傷の防止） 

１ 第８条については、設計基準に

おいて発生する火災により、発

電用原子炉施設の安全性が損

なわれないようにするため、設

計基準対象施設に対して必要

な機能（火災の発生防止、感知

及び消火並びに火災による影

響の軽減）を有することを求め

ている。 

また、上記の「発電用原子炉

施設の安全性が損なわれない」

とは、安全施設が安全機能を損

なわないことを求めている。 

したがって、安全施設の安全

機能が損なわれるおそれがあ

る火災に対して、発電用原子炉

施設に対して必要な措置が求

められる。 

適合対象 

２ 第８条について、別途定める「実

用発電用原子炉及びその附属

施設の火災防護に係る審査基

準」（原規技発第 1306195 号（平

成２５年６月１９日原子力規

制委員会決定））に適合するも

のであること。 
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8 条－2 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

２ 消火設備（安全施設に属するものに

限る。）は，破損，誤作動又は誤操作

が起きた場合においても発電用原

子炉を安全に停止させるための機

能を損なわないものでなければな

らない。 

 

３ 第２項の規定について、消火設

備の破損、誤作動又は誤操作が

起きた場合のほか、火災感知設

備の破損、誤作動又は誤操作が

起きたことにより消火設備が

作動した場合においても、発電

用原子炉を安全に停止させる

ための機能を損なわないもの

であること。 

適合対象外 

 

 

2. 適合のための設計方針について 

「１．要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方針

を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第八条第 1 項について 

2.1.1 火災区域及び火災区画の設定 

既許可における設計方針 

 既許可では， 火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，原子炉の高温停止

及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機

器を設置する区域を火災区域及び火災区画に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め

機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を火災区域に設定する設計

としている。 

設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の発生防止，火災の感知及び
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8 条－3 

 

消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計と

している。 

具体的には，原子炉建屋原子炉棟，原子炉建屋付属棟，原子炉建屋廃棄物処

理棟，タービン建屋，廃棄物処理建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，固体廃棄物

作業建屋，固体廃棄物貯蔵庫Ａ，固体廃棄物貯蔵庫Ｂ及び給水加熱器保管庫を

火災区域として設定している。 

 【八条－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，固体廃棄物作業建屋に設置する設計とすることから，新た

な火災区域等の設定は不要である。これは，既許可における適合のための設計

方針を踏まえたものである。 

 

2.1.2 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

既許可における設計方針 

既許可では，安全機能を有する機器等，原子炉の安全停止のために必要な構

築物，系統及び機器，放射性物質貯蔵等の機能を有する構築物，系統及び機器

として抽出された設備を火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとして選

定し，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，選定した各設

備の重要度並びに環境条件に応じて火災防護対策を講じる設計としている。 

  【八条－参考 1】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 
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8 条－4 

 

圧縮減容装置は，第１表に示すとおり，いずれにも該当しないため，火災防

護対象機器及び火災防護対象ケーブルには該当しない。これは，既許可におけ

る適合のための設計方針を踏まえたものである。 

なお，圧縮減容装置を設置する固体廃棄物作業建屋は，火災区域として設定

していることから，圧縮減容装置の設置に伴い，固体廃棄物作業建屋に対する

火災防護対策への影響がないことを 2.1.3 以降で説明する。 
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8 条－5 

 

第１表 火災防護対象機器抽出対象と圧縮減容装置の該当有無 

No 項目 圧縮減容装置の該当有無 

1 安 全 機 能

を 有 す る

構築物，系

統 及 び 機

器 

重要度分類のクラス１ 該当しない 

重要度分離クラス２ 該当しない 

安全評価上その機能を期待する重要

度分類クラス３ 

該当しない 

2 原 子 炉 の

高 温 停 止

及 び 低 温

停 止 を 達

成し，維持

す る た め

に 必 要 な

構築物，系

統 及 び 機

器 

①原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 該当しない 

②過剰反応度の印加防止機能 該当しない 

③炉心形状の維持機能 該当しない 

④原子炉の緊急停止機能 該当しない 

⑤未臨界維持機能 該当しない 

⑥原子炉冷却材圧力バウンダリの過

圧防止機能 

該当しない 

⑦原子炉停止後の除熱機能 該当しない 

⑧炉心冷却機能 該当しない 

⑨工学的安全施設及び原子炉停止系

への作動信号の発生機能 

該当しない 

⑩安全上特に重要な関連機能 
該当しない 

⑪安全弁及び逃がし弁の吹き止まり

機能 
該当しない 

⑫事故時のプラント状態の把握機能 
該当しない 

⑬制御室外からの安全停止機能 
該当しない 

3 放 射 性 物

質 の 貯 蔵

又 は 閉 じ

込 め 機 能

を 有 す る

構築物，系

統 及 び 機

器 

① 放射性物質の閉じ込め機能，放射

線の遮蔽及び放出低減機能 
該当しない 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリに

直接接続されていないものであ

って，放射性物質を貯蔵する機 

該当しない 

③ 燃料プール水の補給機能 
該当しない 

④ 放射性物質放出の防止機能 該当しない 

⑤ 放射性物質の貯蔵機能 放射性物質の貯蔵機能の

うち，放射性廃棄物処理施

設（放射性イベントリの小

さいもの）に分類される

が，圧縮減容装置そのもの

は放射性物質を内包しな

いため該当しない。 

⑥原子炉冷却材を内蔵する機能 該当しない 

100



8 条－6 

 

2.1.3 火災発生防止対策 

2.1.3.1 発火性又は引火性物質 

既許可における設計方針 

既許可では，発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置

する火災区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策を講じる設計とし

ている。 

①  漏えいの防止，拡大防止 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を

内包する設備（以下「油内包設備」という。）は，溶接構造，シール構造

により漏えい防止対策を講じる設計とするとともに，堰等を設置し，漏え

いした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計としている。 

②  配置上の考慮 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を

内包する設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわないよ

う，潤滑油又は燃料油を内包する設備と発電用原子炉施設の安全機能を有

する機器等は，壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計として

いる。 

③  換気 

油内包設備を設置する火災区域のある建屋等は，火災の発生を防止する

ために，原子炉建屋及びタービン建屋送風機・排風機等空調機器による機

械換気を行う設計としている。 

【八条－参考 2】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 
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圧縮減容装置は，引火性物質である油を内包する設備であるため，溶接構

造，シール構造により漏えい防止対策を講じる設計とするとともに，堰等を

設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とす

る。また，火災の発生を防止するために，建屋送風機・排風機等空調機器に

よる機械換気を行う設計とする。 

なお，同区域内に火災防護対象機器が存在しないため，配置上の考慮は不

要である。 

したがって，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

る。 

 

2.1.3.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

既許可における設計方針 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

既許可では，固体廃棄物作業建屋は，火災の発生防止及び当該設備の強

度確保を考慮し，金属材料・コンクリートの不燃性材料を使用する設計と

している。 

(2) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

既許可では，固体廃棄物作業建屋の内装材は，ケイ酸カルシウム等，建

築基準法に基づく不燃性材料を使用する設計としている。 

   【八条－参考 3】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置の設置による建屋仕様等の変更はなく，既許可における適合の

ための設計方針を踏まえたものである。 
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2.1.3.3 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

既許可における設計方針 

(1) 落雷による火災の発生防止 

既許可では，固体廃棄物作業建屋は，落雷による火災発生を防止するた

め，建築基準法に基づき「JIS A4201 建築物等の避雷設備(避雷針)(1992 年

度版)」又は「JIS A4201 建築物等の雷保護(2003 年度版)」に準拠した避雷

設備の設置及び接地網の敷設を行う設計としている。 

(2) 地震による火災の発生防止 

既許可では，固体廃棄物作業建屋は，耐震クラスに応じて十分な支持性

能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火

災の発生を防止する設計としている。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則第四条」に示す要求を満足するよう，「実用

発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈」に従い耐震設計を行う設計としている。 

  【八条－参考 4】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置の設置による建屋等仕様等の変更はなく，既許可における適合

のための設計方針を踏まえたものである。 

 

2.1.4 火災感知設備 

既許可における設計方針 

既許可では，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配

管，容器，タンク，弁，コンクリート構築物等については，流路，バウンダリ
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としての機能が火災により影響を受けないことから，消防法又は建築基準法に

基づく火災感知器を設ける設計としている。 

  【八条－参考 5】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置の設置による建屋構造等の変更はなく，既許可における適合の

ための設計方針を踏まえたものである。 

 

2.1.5 消火設備 

既許可における設計方針 

 既許可では，固体廃棄物作業建屋及び廃棄物処理建屋は，金属とコンクリー

トで構築された建屋であり，火災による安全機能への影響は考えにくい。加え

て，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより建屋内の火災

荷重を低く管理することとしている。よって，消防法又は建築基準法に基づく

消火設備で消火する設計としている。 

  【八条－参考 6】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置の設置による建屋構造等の変更はなく，既許可における適合の

ための設計方針を踏まえたものである。 

 

2.1.6 火災の影響軽減のための対策 

既許可における設計方針 

 既許可では，固体廃棄物作業建屋及び廃棄物処理建屋の火災区域について

は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火隔壁，貫通部シール，防火
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扉，防火ダンパ等）によって隣接する他の火災区域から分離された設計として

いる。 

  【八条－参考 7】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置の設置による建屋構造等の変更はなく，既許可における適合の

ための設計方針を踏まえたものである。 

 

以上のことから，圧縮減容装置の設置時における設計方針は，既許可におけ

る適合のための設計方針を踏まえたものであり，本項に適合する。 

 

 

2.2 設置許可基準規則第八条第２項について 

既許可における設計方針 

消火設備の放水による溢水等に対しては，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ

の影響がない設計としている。 

   【八条－参考 8】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置の設置による消火設備等の変更はない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであり，

本項に適合する。 
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八条－参考 1 

既許可 まとめ資料「資料１ 東海第二発電所の設計基準対象施設における火

災防護に係る基準規則等への適合性について」 
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八条－参考 2 

既許可 まとめ資料「資料１ 東海第二発電所の設計基準対象施設における火

災防護に係る基準規則等への適合性について」 
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八条－参考 3 

既許可 まとめ資料「資料１ 東海第二発電所の設計基準対象施設における火

災防護に係る基準規則等への適合性について」 
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八条－参考 4 

既許可 まとめ資料「資料１ 東海第二発電所の設計基準対象施設における火

災防護に係る基準規則等への適合性について」 
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八条－参考 5 

既許可 まとめ資料「資料１ 東海第二発電所の設計基準対象施設における火

災防護に係る基準規則等への適合性について」 
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八条－参考 6 

既許可 まとめ資料「資料１ 東海第二発電所の設計基準対象施設における火

災防護に係る基準規則等への適合性について」 
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八条－参考 7 

既許可 まとめ資料「資料１ 東海第二発電所の設計基準対象施設における火

災防護に係る基準規則等への適合性について」 
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八条－参考 8 

既許可 まとめ資料「資料１ 東海第二発電所の設計基準対象施設における火

災防護に係る基準規則等への適合性について」 
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9 条補足説明資料 

溢水による損傷の防止等 

 

141



9 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（溢水による損傷の防止等） 

第九条 安全施設は、発電用原子炉

施設内における溢水が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないもので

なければならない。 

 

第９条(溢水による損傷の防止等) 

１ 第１項は、設計基準において想定

する溢水に対して、安全施設が安全

機能を損なわないために必要な安全

施設以外の施設又は設備等（重大事

故等対処設備を含む。）への措置を含

む。 

２ 第１項に規定する「発電用原子炉

施設内における溢水」とは、発電用

原子炉施設内に設置された機器及び

配管の破損（地震起因を含む。）、消

火系統等の作動、使用済燃料貯蔵槽

等のスロッシングその他の事象によ

り発生する溢水をいう。 

３ 第１項に規定する「安全機能を損

なわないもの」とは、発電用原子炉

施設内部で発生が想定される溢水に

対し、原子炉を高温停止でき、引き

続き低温停止、及び放射性物質の閉

じ込め機能を維持できること、また、

停止状態にある場合は、引き続きそ

の状態を維持できることをいう。さ

らに、使用済燃料貯蔵槽においては、

プール冷却機能及びプールへの給水

機能を維持できることをいう。 

 

適合対象 
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２ 設計基準対象施設は、発電用原子

炉施設内の放射性物質を含む液体を

内包する容器、配管その他の設備か

ら放射性物質を含む液体があふれ出

た場合において、当該液体が管理区

域外へ漏えいしないものでなければ

ならない。 

４ 第２項に規定する「容器、配管そ

の他の設備」には、次に掲げる設備

を含む。 

・ポンプ、弁 

・使用済燃料貯蔵プール（ＢＷＲ）、

使用済燃料貯蔵ピット（ＰＷＲ） 

・サイトバンカ貯蔵プール 

・原子炉ウェル、機器貯蔵プール（Ｂ

ＷＲ） 

・原子炉キャビティ（キャナルを含

む。）（ＰＷＲ） 

適合対象外 
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2. 適合のための設計方針 

「１．要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための

設計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計

方針を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第九条第１項について 

2.1.1 防護対象設備 

既許可における設計方針 

既許可では，溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必

要がある施設を，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針（以下「重要度分類審査指針」という。）における分類のクラス

1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器としている。 

この中から，溢水防護上必要な機能を有する構築物，系統及び機器を選定

する。具体的には，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，及び放射性

物質の閉じ込め機能を維持するために必要な設備，停止状態にある場合は引

き続きその状態を維持するために必要な設備として，重要度分類審査指針に

おける分類のクラス 1，2 に加え，安全評価上その機能を期待するクラス 3 

に属する構築物，系統及び機器並びに使用済燃料プールの冷却機能及び給水

機能に属する構築物，系統及び機器を抽出している。 

以上を踏まえ，溢水防護対象設備として，重要度の特に高い安全機能を有

する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料プールの冷却機能及び給水

機能を維持するために必要な構築物，系統及び機器を抽出している。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，溢水により損傷した場合であ

っても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない設計としてい
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る。以上の考えに基づき選定された溢水から防護すべき系統設備を第 9－1

表に示す。 
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第 9－1 表 溢水から防護すべき系統設備（1／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

原子炉の緊急停止機能 制御棒及び制御棒駆動系 MS-1 

未臨界維持機能 
制御棒及び制御棒駆動系 

ほう酸水注入系 

MS-1 

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防

止機能  

逃がし安全弁 

(安全弁としての開機能) 

MS-1 

原子炉停止後における除熱のための   

崩壊熱除去機能 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） MS-1 

注水機能 
原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 
MS-1 

圧力逃がし機能 
逃がし安全弁(手動逃がし機能) 

自動減圧系(手動逃がし機能) 

MS-1 

事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷

却のための 

  

原子炉内高圧時における注水機能 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

MS-1 

原子炉内低圧時における注水機能 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系（低圧注水系） 

高圧炉心スプレイ系 

MS-1 

格納容器内又は放射性物質が格納容器

内から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性

物質の濃度低減機能 

非常用ガス処理系 

非常用ガス再循環系 

MS-1 

格納容器の冷却機能 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系） 

MS-1 

格納容器内の可燃性ガス制御機能 可燃性ガス濃度制御系 MS-1 

非常用交流電源から非常用の負荷に対

し電力を供給する機能 
非常用所内電源系（交流） 

MS-1 

非常用直流電源から非常用の負荷に対

し電力を供給する機能 
非常用所内電源系（直流） 

MS-1 

非常用の交流電源機能 
非常用所内電源系（非常用ディーゼル

発電機含む） 
MS-1 

非常用の直流電源機能  直流電源系 MS-1 

非常用の計測制御用直流電源機能  計測制御用電源設備 MS-1 

補機冷却機能 残留熱除去系海水系，非常用ディーゼ

ル発電機海水系及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機海水系 

MS-1 

冷却用海水供給機能 MS-1 

原子炉制御室非常用換気空調機能 中央制御室換気系 MS-1 
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第 9－1 表 溢水から防護すべき系統設備（2／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

圧縮空気供給機能 

逃がし安全弁 

自動減圧機能及び主蒸気隔離弁のアキュ

ムレータ 

MS-1 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成

する配管の隔離機能 
原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁 

MS-1 

原子炉格納容器バウンダリを構成す

る配管の隔離機能 
原子炉格納容器バウンダリ隔離弁 

MS-1 

原子炉停止系に対する作動信号（常

用系として作動させるものを除く）の

発生機能 

原子炉保護系（スクラム機能） 

MS-1 

工学的安全施設に分類される機器若

しくは系統に対する作動信号の発生

機能 

工学的安全施設作動系 

・非常用炉心冷却系作動の安全保護回路 

・原子炉格納容器隔離の安全保護回路 

・原子炉建屋ガス処理系作動の安全保護回路 

・主蒸気隔離の安全保護回路 

MS-1 

事故時の原子炉の停止状態の把握機

能 

計測制御装置 

・中性子束（起動領域計装） 

MS-2 

事故時の炉心冷却状態の把握機能 

計測制御装置及び放射線監視装置 

原子炉圧力及び原子炉水位 

原子炉格納容器圧力 

MS-2 

事故時の放射能閉じ込め状態の把握

機能 

計測制御装置及び放射線監視装置 

原子炉格納容器圧力 

格納容器エリア放射線量率及び 

サプレッション・プール水温度 

MS-2 

事故時のプラント操作のための情報

の把握機能 

計測制御装置 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域，燃料域） 

原子炉格納容器圧力 

サプレッション・プール水温度 

原子炉格納容器水素濃度及び原子炉格納

容器酸素濃度 

MS-2 

主排気筒放射線モニタ 

気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線

モニタ 

MS-3 
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9 条－7 

第 9－1 表 溢水から防護すべき系統設備（3／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

燃料プール冷却機能 
燃料プール冷却浄化系 

残留熱除去系 

PS-3 

燃料プールへの給水機能 残留熱除去系 
MS-2 

【九条－参考 1】 
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9 条－8 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）を有する固体廃棄物

処理系に属する設備である。また，安全評価上期待する設備でもない。この

ため，第 9－1 表に示す溢水から防護すべき系統設備に該当しないこととな

り，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うことにより安全機能は損

なわれない設計とする。 

したがって，圧縮減容装置の設置時における設計方針は，既許可における

設計方針を踏まえたものである。 

 

2.1.2 溢水影響評価 

既許可における設計方針 

既許可では，防護対象設備が設置されているエリア外からの溢水影響評価

として，屋外タンク等の破損を考慮した敷地内浸水が，溢水防護対象設備が

設置されている原子炉建屋等に及ぼす影響を確認している。この中で，溢水

源となりうる機器が存在する廃棄物処理棟及び廃棄物処理建屋において，想

定する機器の破損等により発生する溢水について，溢水防護対象設備を設置

している原子炉建屋原子炉棟及びタービン建屋への溢水影響について評価を

行い，溢水防護対象設備への影響がないことを確認している。ここで，廃棄

物処理棟及び廃棄物処理建屋における単一機器の破損により生じる溢水量及

び消火水の放水により生じる溢水量は，地震に起因する機器の破損に伴う溢

水量に包含されることから，地震に起因する機器の破損に伴う溢水量につい

て以下の評価を行っている。 

 

(1) 溢水源及び溢水量 
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9 条－9 

廃棄物処理棟及び廃棄物処理建屋において地震に起因する機器の破損に

伴う溢水量として，耐震Ｂ，Ｃクラス機器の系統保有水量を算出した。地

震時に想定する溢水量は，それぞれ，廃棄物処理棟約 2,700m３，廃棄物処

理建屋約 4,300m３である。 

(2) 溢水影響評価結果 

廃棄物処理棟及び廃棄物処理建屋の溢水影響評価を第 9－2 表に示す。

滞留可能な空間容積は，それぞれ，廃棄物処理棟 6,319m３，廃棄物処理建

屋 6,970m３であるため，発生する溢水量と比較して十分余裕があることか

ら，滞留が可能であり，原子炉建屋原子炉棟及びタービン建屋へ連絡通路

等を通じて溢水することはなく，溢水防護対象設備への影響はない。 

 

第 9－2 表 廃棄物処理棟及び廃棄物処理建屋における溢水影響評価 

エリア 
溢水量 

(m３) 

滞留可能容積 

(m３) 
判定 滞留箇所 

廃棄物処理棟 約 2,700 6,319 ○ B1FL 全域

廃棄物処理建屋 約 4,300 6,970 ○ B3FL 全域

【九条－参考 2】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は耐震Ｃクラスであることから，地震に起因する機器の破損

に伴う溢水が生じる。圧縮減容装置は，敷地高さ EL.＋8.0m に設置されてい

る固体廃棄物作業建屋に設置すること，また，固体廃棄物作業建屋は同敷地

高さである廃棄物処理建屋に連絡通路を介して通じていることから，圧縮減

容装置の破損に伴う溢水が発生した場合に廃棄物処理建屋への流入が想定さ

れる。以上のことから，圧縮減容装置の設置時における原子炉建屋原子炉棟
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9 条－10 

及びタービン建屋への溢水影響について評価し，溢水防護対象設備への影響

がないことを以下にて確認する。 

(1) 溢水源及び溢水量

圧縮減容装置は，作動油を保有しており，地震に起因する機器の破損に

伴い，作動油が全量溢水した場合の溢水量は 1.2 m３である。 

(2) 溢水影響評価結果

廃棄物処理建屋の滞留可能な空間容積 6,970m３に対し，圧縮減容装置設

置前の溢水量は約 4,300 m３であり，圧縮装置設置により想定される溢水

量 1.2 m３が増加した場合でも十分に余裕がある。このため，廃棄物処理

建屋での滞留が可能であり，原子炉建屋原子炉棟及びタービン建屋へ連絡

通路等を通じて溢水することはなく，防護対象設備への影響はない。第

9-1 図に，浸水防護区画及び圧縮減容装置の配置図を示す。

第 9-1 図 浸水防護区画及び圧縮減容装置の配置図 
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9 条－11 

 上記の溢水影響評価の結果，溢水防護対象設備への影響はなく，既許可にお

ける設計方針を踏まえたものである。 

 

したがって，以上の 2.1.1 及び 2.1.2 に示したとおり，既許可における適合

のための設計方針を踏まえたものであり，本項に適合する。 

 

2.2 設置許可基準規則第九条第２項について 

既許可における設計方針 

  既許可では，管理区域内で発生した溢水の管理区域外への伝搬経路となる

箇所については，壁，扉，堰等による漏えい防止対策を行うことにより，機

器の破損等により生じた放射性物質を内包する液体が管理区域外に漏えいす

ることを防止する設計としている。 

【九条－参考 3】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，放射性物質を含む液体を内包していない。このため，本

項については適合対象外である。 

以 上 
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9 条－12 

【九条－参考 1】 

既許可 まとめ資料「溢水による損傷の防止等」 
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9 条－13 
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9 条－14 
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9 条－15 
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9 条－16 
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9 条－17 

【九条－参考 2】 

既許可 まとめ資料「溢水による損傷の防止等」 
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9 条－18 
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9 条－19 
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9 条－20 

【九条－参考 3】 

既許可 まとめ資料「溢水による損傷の防止等」 
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（余　白）



 

 

 

 

 

 

 

 

10 条補足説明資料 

誤操作の防止 
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10 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則の解釈 備考 

（誤操作の防止） 

第十条 設計基準対象施設は、誤操

作を防止するための措置を講じ

たものでなければならない。 

 

第１０条（誤操作の防止） 

１ 第１項に規定する「誤操作を防止するた

めの措置を講じたもの」とは、人間工学

上の諸因子を考慮して、盤の配置及び操

作器具並びに弁等の操作性に留意する

こと、計器表示及び警報表示において発

電用原子炉施設の状態が正確かつ迅速

に把握できるよう留意すること並びに

保守点検において誤りを生じにくいよ

う留意すること等の措置を講じた設計

であることをいう。 

適合対象 

また、運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生後、ある時間までは、運

転員の操作を期待しなくても必要な安

全機能が確保される設計であることを

いう。 

適合対象外

２ 安全施設は、容易に操作するこ

とができるものでなければなら

ない。 

２ 第２項に規定する「容易に操作すること

ができる」とは、当該操作が必要となる

理由となった事象が有意な可能性をも

って同時にもたらされる環境条件（余震

等を含む。）及び施設で有意な可能性を

もって同時にもたらされる環境条件を

想定しても、運転員が容易に設備を運転

できる設計であることをいう。 

適合対象 
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10 条－2 

2. 適合のための設計方針 

「１.要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方針

を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第十条第 1 項について 

既許可における設計方針 

 既許可では，誤操作を防止するための措置として「実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に基づき，運転員

の誤操作を防止するため，盤の配置，操作器具等の操作性に留意するととも

に，状態表示及び警報表示により発電用原子炉施設の状態が正確，かつ迅速

に把握できる設計としている。また，保守点検において誤りが生じにくいよ

う留意した設計としている。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後，ある時間までは，運転

員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保される設計としている。 

さらに，その他の安全施設の操作などについても，プラントの安全上重要

な機能を損なうおそれがある機器・弁やプラント外部の環境に影響を与える

おそれのある現場弁等に対して，色分けや銘板取り付けによる識別管理を行

うとともに，施錠管理により誤操作を防止する設計としている。 

これらを留意した設計とすることにより，誤操作を防止することとしてい

る。 

【10 条－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は，色分けや銘板取り付けなどの識別管理を行うとともに，

施錠管理により誤操作を防止する設計とする。 
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10 条－3 

ここで，設置許可基準規則解釈第 10 条 1 における「運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故発生後に係る設計」については，圧縮減容装置が運転

時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に期待する設備でないことから適

合対象外である。 

以上のとおり，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

 

2.2 設置許可基準規則第十条第２項について 

既許可における設計方針 

 既許可では，安全施設は容易に操作することができるものでなければなら

ないとして，設置許可基準規則解釈第 10 条 2 に基づき，当該操作が必要と

なった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件（余震等を

含む。）及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件を想

定しても，容易に設備を運転できる設計としている。 

【10 条－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は，色分けや銘板取り付けなどの識別管理や視認性の向上を

行い，容易に操作することができる設計とする。 

また，圧縮減容装置は，当該操作が必要となる理由となった事象が有意な

可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な

可能性をもって同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，内部溢水，

ばい煙，有毒ガス，降下火砕物及び凍結による操作雰囲気の悪化）を想定し

ても，容易に操作できる設計とする。なお，外部電源喪失時においては，圧

縮減容装置は自動停止する設計とする。 
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10 条－4 

したがって，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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10 条－5 

10 条－参考 1 

既許可 まとめ資料 「誤操作の防止」 

「適合のための設計方針」 
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10 条－6 
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（余　白）



 

 

 

 

 

 

 

11 条補足説明資料 

安全避難通路等
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11 条―1 

1. 要求事項 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則の解釈 

備考 

（安全避難通路等） 

第十一条 発電用原子炉施設には、次

に掲げる設備を設けなければな

らない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表

示することにより容易に識別で

きる安全避難通路 

第１１条（安全避難通路等） 

１ 第１１条は、設計基準におい

て想定される事象に対して発

電用原子炉施設の安全性が損

なわれない（安全施設が安全

機能を損なわない。）ために必

要な安全施設以外の施設又は

設備等への措置を含む。 

適合対象 

二 照明用の電源が喪失した場合に

おいても機能を損なわない避難

用の照明 

２ 第２号に規定する「避難用の

照明」の電力は、非常用電源

から供給されること、又は電

源を内蔵した照明装置を装備

すること。 

適合対象 
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11 条―2 

実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則の解釈 

備考 

三 設計基準事故が発生した場合に

用いる照明（前号の避難用の照明

を除く。）及びその専用の電源 

 

３ 第３号に規定する「設計基準

事故が発生した場合に用いる

照明」とは、昼夜及び場所を

問わず、発電用原子炉施設内

で事故対策のための作業が生

じた場合に、作業が可能とな

る照明のことをいう。なお、

現場作業の緊急性との関連に

おいて、仮設照明の準備に時

間的猶予がある場合には、仮

設照明（可搬型）による対応

を考慮してもよい。 

適合対象外

2. 適合のための設計方針 

 「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための

設計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計

方針を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第十一条第 1 項第１号について 

既許可における設計方針 

既許可では，発電用原子炉施設の建屋内には避難通路を設ける設計としてい

る。また，避難通路には必要に応じて，標識並びに非常灯及び誘導灯を設け，

その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計として

いる。 

【十一条－参考 1】 
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11 条―3 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置を設置する固体廃棄物作業建屋の建屋内には避難通路を設ける

設計とする。また，避難通路には必要に応じて，標識並びに非常灯及び誘導灯

を設け，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設

計とする。 

したがって，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであり，

本号に適合する。 

 

2.2 設置許可基準規則第十一条第 1 項第２号について 

既許可における設計方針 

既許可では，非常灯及び誘導灯は，非常用ディーゼル発電機，蓄電池又は灯

具に内蔵した蓄電池により，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない設計としている。 

【十一条－参考 2】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

固体廃棄物作業建屋に設置する非常灯及び誘導灯は，灯具に内蔵した蓄電池

により，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない設計とす

る。 

したがって，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであり，

本号に適合する。 

 

2.3 設置許可基準規則第十一条第 1 項第３号について 

既許可における設計方針 

既許可では，設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，避難

用の照明とは別に，非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を設置する
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11 条―4 

設計としている。 

設計基準事故が発生した場合に作業用照明が必要となる場所の抽出の結果，

第 1 表に示す発電用原子炉の停止，停止後の冷却及び監視等の操作が必要とな

る中央制御室，現場機器室及び現場機器室へのアクセスルートに，避難用の照

明とは別に作業用照明を設置する設計としている。 

【十一条－参考 3】 
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11 条―5 

第 1 表 作業用照明が必要となる作業場所 

選定項目 設置箇所 

①発電用原子炉の停止，停止後

の冷却及び監視等の操作 

＜発電用原子炉設置変更許可申請書 添付書類十

に示す事故＞ 

1)中央制御室 

②設計基準事故発生時に必要な

操作を実施する現場機器室 

＜放射性気体廃棄物処理施設の一部が破損した

場合において，タービン建屋搬出入口シャッター

を開放している作業員等は閉操作を実施＞ 

1)タービン建屋搬出入口…タービン建屋 1 階 

③八条（火災による損傷の防

止）：内部火災発生時に必要な

操作を実施する現場機器室 

＜火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状

態を維持し，発電用原子炉をスクラムさせる必要

がある場合に，現場での原子炉保護系母線停止操

作を実施＞ 

1)電気室…原子炉建屋付属棟 1 階 

④第九条（溢水による損傷の防

止等）：内部溢水発生時に必要

な操作を実施する現場機器室 

＜地震時の溢水の要因により燃料プール冷却浄

化系の機能が喪失した際に，残留熱除去系により

燃料プールの冷却及び注水機能維持のため現場

での手動弁操作を実施＞ 

1)ＭＳＩＶ－ＬＣＳマニホールド室 

…原子炉建屋原子炉棟 3 階 

2)エレベータ正面…原子炉建屋原子炉棟 4 階 

3)ＦＰＣポンプ室…原子炉建屋原子炉棟 4 階 

⑤十四条（全交流動力電源喪失

対策設備）：全交流動力電源喪失

時から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が交流動

力電源から開始される前までに

必要な操作を実施する現場機器

室 

＜全交流動力電源喪失時に非常用ディーゼル発

電機または外部電源復旧が不可能な場合に，常設

代替交流電源設備からの受電準備の現場操作と

して，不要な負荷の切り離し操作を実施＞ 

1)電気室…原子炉建屋付属棟 1 階，地下 1 階，地

下 2 階 

 第二十六条（原子炉制御室

等）：中央制御室退避事象時に必

要な操作を実施する現場機器室

1)中央制御室外原子炉停止装置 

…  

⑦中央制御室から現場機器室ま

での建屋内アクセスルート 
1)通路 
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11 条―6 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は，設計基準事故が発生した場合において，作業用照明が必要

となる作業場所でないため，本項については適合対象外である。 
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11 条―7 

十一条－参考 1 

既許可 まとめ資料「安全避難通路等」 
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